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蒙
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注
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討 

 
  
 
 
 
 

は
じ
め
に 

 

「
贈
伴
按
察
平
章
事
赴
陸
府
詩
并
序
」
は
國
道(

七
六
七
～
八
二
八)

一

が
鎮
東
の
按
察
使
と
し
て
陸
府
に
赴
任
す
る
時
に
餞
別
の
品
と
と
も
に
贈
っ
た
詩
で
あ
る
。
年
月
日
は
記
載
さ
れ

て
い
な
い
が
、「
序
」
に
「
餞
を
賜
り
詩
を
賜
っ
て
、
天
澤
霈
然
た
り
」
と
あ
り
、
淳
和
帝
が
國
道
に
餞
を
し
、
詩
を
下
賜
し
た
事
が
分
か
る
。
こ
の
記
述
に
相
当
す
る
記
事
が
『
日
本
紀

略
』
の
天
長
五
年(

八
二
八)

二
月
甲
寅(

二
十
七
日)

の
条
二

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
出
立
が
三
月
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
作
品
は
天
長
五
年
三
月
に
作
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
三

。 

 

運
敞
撰
『
遍
照
発
揮
性
靈
集
便
蒙
』
四(
以
下
『
便
蒙
』
と
称
す)

の
注
釈
を
検
討
す
る
時
に
、
出
来
る
限
り
、
原
典
の
引
用
箇
所
を
明
示
し
、
原
典
の
所
在
な
ど
を
補
っ
て
、
運
敞(

一

六
一
四
～
一
六
九
三)

五

の
注
釈
の
態
様
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。『
便
蒙
』
の
注
釈
を
全
文
記
載
す
る
事
が
望
ま
し
い
の
で
は
あ
る
が
、
膨
大
に
な
る
た
め
、
一
部
割
愛
し
た
。

『
便
蒙
』
が
注
釈
を
し
て
い
な
い
語
句
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
判
断
で
、
適
宜
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
本
論
の
目
的
は
、『
便
蒙
』
の
注
釈
の
検
討
を
す
る
事
で
、
本
来
の
空
海
の
主
旨
を

探
り
、
抽
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、『
便
蒙
』
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。 

 

本
論
は
紙
数
の
関
係
上
、「
序
」
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。「
詩
」
に
つ
い
て
は
、
別
途
に
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
六

。 
  
 
 
 
 
 

序 

一
―
原
文
と
書
き
下
し
・
・
・
対
句
に
傍
線
を
付
し
て
明
示
し
て
い
る
。
対
句
の
書
き
下
し
を
明
確
に
す
る
た
め
、
接
頭
語
を
行
頭
に
出
し
て
い
る
。 

夫
、
膚
寸
無
心
南
北
、
遇
風
則
飛
、
順
之
德
也
。 

 
 
 
 

夫
れ
、
膚ふ

寸す
ん

南
北
に
心
無
け
れ
ど
も
、
風
に
遇
え
ば
則
ち
飛
ぶ
、
順
の
德
な
り
。 

人
臣
無
心
東
西
、
銜
命
則
馳
、
忠
之
至
也
。 

 
 
 
 
 
 
 

人
臣
東
西
に
心
無
く
と
も
、
命
を
銜
め
ば
則
ち
馳
す
、
忠
の
至
り
な
り
。 

蕞
尒
毛
夷
迫
居
艮
垂
、
犲
心
蜂
性
歴
代
爲
梗
矣
。 

 
 
 
 
 
 
 

蕞
尒

さ

い

じ

た
る
毛
夷 

艮こ
ん

垂す
い

に
迫
り
居
る
、
犲
心
蜂
性
、
歴
代
梗
を
爲
す
。 

昔
景
行
皇
帝
撫
運
之
日
東
夷
未
賓
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昔
、
景
行
皇
帝
撫
運
の
日
東
夷
未
だ
賓
せ
ず
。 

日
本
武
尊
率
左
右
將
軍
武
彦
武
日
命
等
、
征
之
毛
人
面
縛
之
。 

 
 

日
本
武
尊
左
右
の
將
軍
武
彦
武
日
命
等
を
率
い
て
、
之
を
征
し
毛
人
面
縛
す
。 

日
命
則
君
之
先
也
。
延
暦
中
亦
反
之
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
命
は
則
ち
君
の
先
な
り
。
延
暦
中
に
亦
た
之
に
反
す
。 

桓
武
皇
帝
令
大
将
軍
伴
弟
滿
等
卽
罪
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桓
武
皇
帝
大
将
軍
伴
弟
滿
等
を
し
て
卽
ち
罪
せ
し
む
。 

從
武
日
平
之
已
來
毎
時
時
作
逆
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
日
の
之
を
平
げ
し
從
り
已
來
毎
に
時
時
逆
を
作
す
。 

遣
諸
氏
將
令
罰
其
辜
。
然
猶
人
面
獸
心
不
肯
朝
貢
。 

 
 
 
 
 
 

諸
氏
を
將
と
し
て
遣
は
し
て
其
辜
を
罰
せ
し
む
。
然
れ
ど
も
猶
人
面
獸
心
に
し
て
朝
貢
を
肯
ぜ
ず
。 
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今
上 

乾
坤
爲
德
、
仁
義
具
心
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
上 

乾
坤
を
德
と
爲
し
、
仁
義
を
心
に
具
う
。 

麒
麟
不
踏
昆
蟲
、
鳳
凰
來
巣
阿
閣
。
風
調
不
暴
、
刑
厝
不
尸
。 

 
 

麒
麟
は
昆
蟲
を
踏
ま
ず
、
鳳
凰
は
阿
閣
に
來
巣
す
。
風
調
う
て
暴
せ
ず
、
刑
厝お

き
て
尸
せ
ず
。 

太
平
之
治
五
稔
于
今
矣
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
平
の
治
、
今
に
五
稔
な
り
。 

夫
、
無
爲
之
世
致
有
苗
之
伐
、
垂
拱
之
時
有
涿
鹿
之
戰
。 

 
 

夫
、
無
爲
の
世
に
有
苗
の
伐
を
致
し
、
垂
拱
の
時
に
涿
鹿
の
戰
有
り
。 

時
已
澆
季
、
仁
義
之
郷
返
爲
胡
越
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時
已
に
澆
季
に
し
て
、
仁
義
の
郷
返
り
て
胡
越
と
爲
る
。 

比
属
、
神
光
恠
氣
發
東
、
地
震
流
星
起
西
。 

 
 
 
 
 
 

比
属
、
神
光
恠
氣
東
に
發
し
、
地
震
流
星
西
に
起
る
。 

皇
帝
納
隍
軫
慮
、
即
欲
遣
文
翁
孫
子
鎮
押
東
夷
。 

 
 
 
 
 
 
 

皇
帝
納
隍

の
う
こ
う

軫
慮
し
て
、
即
ち
文
翁
孫
子
を
遣
し
東
夷
を
鎮
押
せ
し
め
ん
と
欲
す
。 

君
、
智
而
謀
、
果
而
恵
。
門
則
累
葉
、
人
寔
平
章
。 

 
 
 
 

君
、
智
に
し
て
謀
あ
り
、
果
に
し
て
恵
あ
り
。
門
は
則
ち
累
葉
に
し
て
、
人
は
寔
に
平
章
な
り
。 

吐
議
允
聖
心
、
衆
亦
推
之
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
を
吐
く
に
聖
心
に
允か

な

い
、
衆
亦
之
を
推
す
。 

是
故
、
授
斧
節
於
龍
顔
、
撫
皇
化
于
蝦
荒
。 

 
 
 
 

是
の
故
に
、
斧
節
を
龍
顔
に
授
け
ら
れ
、
皇
化
を
蝦か

荒こ
う

に
撫
す
。 

賜
餞
賜
詩
、
天
澤
霈
然
。
侍
坐
奉
和
、
詩
即
爲
什
。 

 
 
 
 
 
 

餞
を
賜
り
詩
を
賜
っ
て
、
天
澤
霈
然
た
り
。
侍
坐
し
て
奉
和
す
れ
ば
、
詩
則
ち
什
を
爲
す
。 

當
是
、
暉
榮
史
策
、
擧
音
絲
竹
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

當
に
是
れ
、
榮
を
史
策
に
暉て

ら
し
、
音
を
絲
竹
に
擧
げ
る
べ
し
。 

加
以
、
擧
城
寮
族
知
舊
悉
皆
餞
惜
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加

以

し
か
の
み
な
ら
ず

、
城
を
擧
げ
て
寮
族
知
舊
悉
く
皆
餞

は
な
む

け
し
惜
し
む
。 

貧
道
與
君
淡
交
玄
度
遠
公
也
。
緇
素
區
別
伴
佐
昆
季
。 
 
 
 
 
 

貧
道
と
君
と
は
淡
交
に
し
て
玄
度
遠
公
な
り
。
緇
素
の
區
別
あ
る
も
伴
佐
は
昆
季
な
り
。 

送
人
以
言
古
人
噵
之
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
を
送
る
に
言
を
以
っ
て
す
る
は
古
人
之こ

れ

を
噵い

え
り
。 

三
軸
秘
録
、
一
篇
拙
詩
、
加
持
神
藥
、
以
充
別
後
之
思
。 

 
 
 
 

三
軸
の
秘
録
、
一
篇
の
拙
詩
、
加
持
の
神
藥
、
以
っ
て
別
後
の
思
に
充あ

つ
。 

人
至
乞
垂
撿
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
至
ら
ば
乞
う
撿
を
垂
れ
よ
。 

春
辭
秋
入
、
聖
君
之
明
詔
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

春
辭
し
て
秋
入
る
は
、
聖
君
の
明
詔
な
り
。 

載
馳
載
驟
、
早
奏
邊
蜂
之
無
塵
。
云
尒
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

載
す
な
わ

ち
馳は

せ
載
ち
驟は

し

ら
せ
、
早
く
邊
蜂
の
無
塵
を
奏
せ
よ
。
尒し

か

云
う
。 

 

二
―
解
釈 

 

題
辞
の
「
陸
奥
出
羽
按
察
使
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
北
畠
親
房
撰
『
職
原
抄
』
下
巻
「
諸
国
、
東
山
道
、
陸
奥
出
羽
按
察
使
府
」
以
降
の
本
文
を
引
用
し
て
い
る
七

。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
按
察
使
は
從
四
位
下
の
相
当
官
で
あ
る
。「
伴
平
章
事
」
に
つ
い
て
、「
參
議
從
四
位
上
大
伴
ノ

宿
禰
國
道
、
遣
唐
副
使
正
四
位
下
古
麻
呂
之
孫
、
正
五
位
下
繼
人
之
子
ナ
リ

。
弘
仁
十

四
年
ニ

任
シ二

參
議

ニ一

、
兼

ヌ二

右
大
辨

ヲ一

、
天
長
二
年
ニ

兼
ヌ二

按
察
使
武
蔵
守

ヲ一

」
と
し
て
、『
公
卿
補
任
』
を
参
照
し
、
國
道
の
簡
単
な
略
歴
を
記
載
し
て
い
る
。 

 

「
膚
寸
無
心
南
北
、
遇
風
則
飛
、
順
之
德
也(

膚ふ

寸す
ん

南
北
に
心
無
け
れ
ど
も
、
風
に
遇
え
ば
則
ち
飛
ぶ)

」
と
「
人
臣
無
心
東
西
、
銜
命
則
馳
、
忠
之
至
也(

人
臣
東
西
に
心
無
く
と
も
、
命

を
銜
め
ば
則
ち
馳
す
、
忠
の
至
り
な
り)

」
は
対
句
で
あ
る
。
國
道
が
天
皇
の
忠
臣
で
あ
り
、
命
令
が
あ
れ
ば
、
雲
が
風
に
従
い
飛
ん
で
ゆ
く
よ
う
に
、
ど
こ
へ
で
も
赴
く
と
述
べ
る
。 
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『
便
蒙
』
は
「
膚
寸
ハ

雲
也
。
公
羊
傳
曰
、
曷

な
に
が

為
ゆ
え
に

祭
ル
ヤ

二

泰
山
河
海

ヲ一

。
山
川
ニ

有
リ下

能
ク

潤
ス二

于
百
里

ヲ一

者
上

。
天
子
秩ツ

イ

テ

而
祭
ル

之
。
觸

レ
テ

レ

石
ニ

而
出
テ

、
膚
寸
ニ
乄

而
合
フ
テ

不
乄レ

崇カ
サ

ネレ

朝
ヲ

而
徧
ク

雨
ル
ハ

二

乎
天
下

ニ一

、
唯
ダ

泰
山
爾ノ

ミ

。
河
海
ハ

潤
ス二

于
千
里

ヲ一

。
何
休
註
曰
、
側

ツ
ル
ヲ

レ 

手
ヲ

為
シレ

膚
ト

、
案

ス
ル
ヲ

レ 

指
ヲ

為
スレ

寸
ト

。
言
ハ

其
ノ

觸
レ
テ

二

石
理

ニ一

而
出
ツ

、
無

シレ

有
事二

膚
寸
ニ
乄

而
不

事 一
レ

合
ハ

」
と
注
釈
し
て
い

る
。
運
敞
が
用
い
た
『
公
羊
傳
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
明
万
暦
刊
本
の
『
十
三
經
注
疏
』
の
翻
刻
版
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
同
本
は
漢
何
休
注
・
唐
徐
彦
疏
の
二
十
八
巻
で
宋
代

に
『
十
三
經
注
疏
』
の
一
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
万
暦
本(

万
暦
三
年
勅
版)

は
当
時
の
普
及
本
と
し
て
、
交
易
に
よ
っ
て
請
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。
次
に
『
文
選
』
記
載
の
「
膚
寸
」

の
李
善
八

注
に
、『
公
羊
傳
』
と
何
休
注
を
挙
げ
て
い
る
九

。「
僖
公
三
十
有
一
年
。
夏
。
四
月
。」
の
条
は
、
王
で
は
な
い
魯
公
が
三
望(

泰
山
・
河
・
海)

の
祭
を
行
っ
た
事
を
謗
っ
た
記
事

で
あ
る
一
〇

。
そ
の
中
で
泰
山
が
雨
を
も
た
ら
す
基
を
雲
が
石
に
触
れ
て
起
り
、
そ
の
か
け
ら
が
集
合
し
て
雨
と
な
る
と
記
述
し
て
い
る
。「
膚
寸
」
を
何
休
注
は
、
膚
は
手
の
幅(

四
指)

・

寸
は
指
の
幅
と
し
て
長
さ
の
単
位
と
し
て
い
る
。
こ
の
何
休
注
は
李
善
が
引
い
た
如
く
原
義
が
長
さ
の
単
位
で
あ
る
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。「
膚
寸
」
か
ら
派
生
し
て
「
膚
寸
而
合
」
が

ち
ぎ
れ
雲
の
意
味
に
な
っ
た
の
は
、『
便
蒙
』
の
記
述
の
如
く
『
公
羊
傳
』
に
典
拠
が
あ
る
。
更
に
「
膚
寸
而
合
」
か
ら
、「
膚
寸
」
が
単
に
ち
ぎ
れ
雲
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
一
一

。

空
海
は
『
公
羊
傳
』
や
『
文
選
』
の
当
該
の
注
釈
等
を
含
め
存
知
し
て
い
て
「
膚
寸
」
を
用
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
『
便
蒙
』
の
注
釈
は
適
切
で
あ
る
。 

 

「
順
之
德
」
に
つ
い
て
「
易
ニ

曰
、
君
子
以

コ
レ
モ

テ

順
徳
ア
テ

積
ン
テ

レ

小
ヲ

以
テ

高
大
ニ
ス

」
と
注
釈
し
て
い
る
。『
周
易
』
第
四
十
六
卦
「
升
」「
象
曰
。
地
中
生
木
、
升
。
君
子
以
順
德
。
積
小
以 

高
大
。(

地
の
中
に
木
を
生
じ
る
は
、
升
な
り
。
君
子
以
て
德
に
順

つ
つ
し

み
、
小
を
積
み
て
以
て
高
大
な
り)

」
よ
り
引
い
て
い
る
一
二

。「
順
之
德
」
は
、
従
順
で
す
な
お
な
美
点(

德)

を
持
っ 

て
い
る
意
味
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。『
便
蒙
』
が
語
釈
に
『
周
易
』
を
引
い
て
い
る
が
適
切
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
が
、
他
に
適
切
な
用
例
が
見
当
た
ら
な
い
。 

 

「
銜
命
」
に
つ
い
て
「
禮
記
ニ

曰
、
銜

ン
テ

二

君
ノ

命
ヲ一

而
使
ヒ
ス

」
と
注
釈
し
て
い
る
。『
禮
記
』「
檀
弓
上
」「
銜
君
命
而
使
、
雖
遇
之
不
鬬(

君
命
を
銜

ふ

く

み
て
使
す
る
と
き
は
、
之
に
遇
ふ
と

雖
も
鬬
は
ず)

」
よ
り
引
い
て
い
る
。
適
切
で
あ
ろ
う
。『
禮
記
』
の
一
文
は
、
兄
弟
の
仇
に
遭
遇
し
て
も
君
命
を
優
先
す
る
事
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
君
命
に
忠
実
な
例
で
あ
る
。『
文
選
』

等
の
用
例
も
、
全
て
、
君
命
を
受
け
て
、
派
遣
さ
れ
る
事
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

『
便
蒙
』
の
こ
の
対
句
に
対
す
る
注
釈
は
以
上
で
あ
る
が
、
空
海
の
意
図
し
た
事
が
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
國
道
が
天
皇
の
命
令
に
忠
実
な
人
間
、
忠
臣
で
あ
る
事
を 

述
べ
ん
と
し
て
、「
膚
寸
」
と
「
人
臣
」
を
対
語
に
し
た
の
は
空
海
の
創
案
で
あ
る
。「
無
心
南
北
」「
無
心
東
西
」
も
独
自
の
表
現
と
思
わ
れ
、
全
て
の
語
句
が
見
事
に
対
応
す
る
対
句
に 

し
て
い
る
。 

 

「
蕞
尒
毛
夷
迫
居
艮
垂
、
犲
心
蜂
性
歴
代
爲
梗
矣
。(

蕞
尒

さ

い

じ

た
る
毛
夷 

艮こ
ん

垂す
い

に
迫
り
居
る
、
犲
心
蜂
性
、
歴
代
梗
を
爲
す)

」
は
原
住
民
の
蝦
夷
に
対
す
る
誇
張
さ
れ
た
表
現
で
、
國
道 

の
使
命
の
困
難
さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。 

 

『
便
蒙
』
は
「
蕞
尒
」
に
つ
い
て
「
左
傳
杜
預
カ

注
ニ

曰
、
蕞
尒
ハ

小
ナ
ル

貌
也
」
と
し
て
い
る
。『
春
秋
左
氏
傳
』「
昭
公
七
年
夏
四
月
」「
抑
諺
曰
蕞
爾
國(

抑
々

そ
も
そ
も

諺
に
曰
く
、
蕞
爾
た
る 

も
國
な
り
、
と
。)

杜
預
一
三

蕞
は
小
貌
な
り
。」
よ
り
引
い
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
は
『
公
羊
傳
』
と
同
じ
く
、
先
の
『
十
三
經
注
疏
』
で
あ
ろ
う
。 

 

次
に
「
毛
夷
」
は
「
山
海
經
ニ

曰
、
毛
人
國
ニ
ハ

爲
リレ

人
ト

身
ニ

生
スレ

毛
ヲ

。
今
謂
蝦
夷
也
」
と
し
て
『
山
海
經
』「
海
外
東
經
第
九
」
を
引
い
て
い
る
。
全
文
で
は
な
く
、
解
釈
を
加
え
て
、
現
在
の
蝦 

夷
人
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
運
敞
の
推
測
で
あ
っ
て
、
郭
璞
注
を
見
れ
ば
、
毛
人
は
蝦
夷
人
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
一
四

。
更
に
「
蝦
夷
」
に
つ
い
て
、「
杜
氏
通
典
ニ

東
夷
ノ

中
ニ

擧
クレ

之
ヲ

、
曰
ク 

蝦
夷
國
ハ

海
島
ノ

中
ノ

小
國
也
。其
ノ

使
ツ
カ
ヒ

鬚
ノ

長
サ

四
尺
。尤
善

ス二

弓
矢

ヲ一

、挿
ン
テ

二

箭
ヲ

於
首

ヘ
ニ

一

、令
乄二

人
ヲ
乄

戴
カ一

之
、而
立
ツ

四
十
歩
ニ
乄

射
ル
ニ

レ

之
ヲ

無
シ二

不
レ

中
ラ

者
ノ一

。大
唐
顕
慶
四
年
十
月
ニ

隨
テ二

倭
國
ノ

使
人

ニ一

入
朝
ス

」

(

杜
佑
撰
『
通
典
』
第
五
十
五
冊
巻
第
一
百
八
十
五
「
東
夷
上
」
一
五)

と
引
い
て
い
る
。『
山
海
經
』
の
引
用
は
余
分
で
、『
通
典
』
の
み
で
充
分
で
あ
ろ
う
。『
通
典
』
の
成
立
は
貞
元
十
七
年( 
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延
暦
二
十
年
・
八
〇
一)

と
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
國
見
在
書
目
録
』(

以
降
『
見
在
書
』
と
称
す)

に
は
著
録
さ
れ
て
い
な
い
。
空
海
が
目
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、「
毛
夷
」
と
記
述
し 

た
の
は
当
時
、
蝦
夷
人
が
毛
深
い
人
種
で
あ
る
と
知
ら
れ
て
い
た
事
に
よ
る
表
現
で
あ
ろ
う
。 

 

「
艮
垂
」
の
「
垂
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
尚
書
ニ

曰
、
東
西
ノ

垂
注
ニ

曰
、
垂
ハ

是
遠
外
之
名
。
今
ノ

邊
垂
ノ

字
、
皆
作
二

此
ヲ

陲
ニ一

」
と
し
て
い
る
。『
尚
書
』「
周
書
、
顧
命
」
の
「
一

人
冕
執
戣
、
立
于
東
垂
。
一
人
冕
執
瞿
、
立
于
西
垂
。(

一
人
は
冕
し
て
戣き

を
執
り
て
、
東
垂
に
立
つ
。
一
人
は
冕
し
て
瞿く

を
執
り
て
、
西
垂
に
立
つ)

」
一
六

に
対
す
る
疏
の
「
正
義
曰
、

釋
詁
一
七

云
…(
以
下
は
脚
注
に
記
載
一
八)

」
か
ら
引
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
用
い
て
い
る
「
垂
」
は
辺
境
・
国
土
の
果
て
の
意
味
で
は
な
く
、
即
位
式
典
場
の
堂
の
東
西
の
牆
の
外
、

廂
の
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
冕
服
の
男
が
東
西
に
一
人
ず
つ
立
哨
す
る
の
で
あ
る
。
運
敞
は
「
垂
」
は
「
邊
垂
」
と
し
て
後
に
付
加
し
て
い
る
の
で
語
釈
と
し
て
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、

典
拠
と
し
て
『
尚
書
』
を
引
い
た
の
は
不
適
で
あ
ろ
う
。
空
海
が
念
頭
に
置
い
た
の
は
『
尚
書
』
の
用
例
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。『
文
選
』
に
「
垂
」
を
「
邊
垂
」
の
意
味
で
用
い
て
い

る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、「
艮
垂
」
と
同
様
の
用
例
に
『
文
選
』
巻
二
十
四
、
陸
機
一
九

「
贈
三

馮
文
羆

ぶ

ん

ぴ

遷
二

斥
丘
令
一

」
其
の
八
、
第
五
句
・
六
句
「
逝
將
去
我
、
陟
彼
朔
垂(

逝こ
こ

に

將
に
我
を
去
り
、
彼
の
朔
垂
に
陟の

ぼ

ら
ん
と
す)

」
と
あ
り
、
そ
の
李
善
注
は
「
毛
詩
曰
陟
彼
高
岡
。
朔
垂
、
斥
丘
也
。
爾
雅
曰
朔
、
北
方
也
。
說
文
曰
垂
、
遠
邊
也
。」
と
し
て
い
る
。
空

海
が
参
照
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。「
艮
」
は
う
し
と
ら
、
方
角
で
は
東
北
に
あ
た
る
。 

 

「
犲
心
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
文
選
ノ

注
ニ

銑
カ

曰
、
豺
狼
ハ

惡
獣
、
志
害

ス
ル

レ

物
者
」
と
し
て
、『
文
選
』
巻
二
十
四
、
曹
植
二
〇

「
贈
白
馬
王
彪
」
其
の
三
、
第
九
句
・
十
句
「
䲻
梟

鳴
衡
扼
、
豺
狼
當
路
衢(

䲻し

梟
き
ょ
う

は
衡
扼

こ
う
や
く

に
鳴
き
、
豺
狼
は
路
衢

ろ

く

に
當
る)

」
の
五
臣
張
銑
二
一

注
を
引
い
て
い
る
。「
蜂
性
」
は
「
左
氏
傳
ニ

曰
、
蜂
躉

ほ
う
た
い

有
リレ

毒
」
と
し
て
、『
春
秋
左
氏
傳
』「
僖

公
二
十
二
年
春
」
の
「
傳
」
の
記
事
か
ら
引
い
て
い
る
。「
豺
心
」「
蜂
性
」
は
蝦
夷
人
の
有
害
で
悪
し
き
心
も
持
っ
て
い
る
事
を
豺
と
蜂
に
擬
え
て
い
る
。
特
段
の
典
拠
を
念
頭
に
置
い

て
の
記
述
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
古
来
、
豺
と
蜂
が
有
害
で
悪
し
き
も
の
と
さ
れ
て
き
た
二
二

。
そ
の
事
を
指
摘
し
て
い
る
『
便
蒙
』
の
注
釈
は
適
切
で
あ
る
。 

 

「
梗
」
に
つ
い
て
、「
又
曰
詩
曰
、
誰
カ

生
シ
テ

二

厲
階

ヲ一

至
マ
デ

レ

今
ニ

爲
スレ

梗
ヤ
マ
シ
キ

事
ヲ

。
杜
カ

注
ニ

曰
、
梗
ハ

病
ナ
リ

」
と
し
て
い
る
。『
春
秋
左
氏
傳
』「
昭
公
二
十
四
年
冬
十
月
」
の
「
傳
」
の
『
毛

詩
』
か
ら
の
引
用
し
た
記
事
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
杜
預
の
注
は
「
詩
は
大
雅
、
厲
は
惡
、
階
は
道
、
梗
は
病
也
」
と
あ
る
。
典
拠
の
『
毛
詩
』「
大
雅
、
蕩
之
什
、
桑
柔
」
の
第

三
章
第
七
句
・
八
句
「
誰
生
厲
階
、
至
今
爲
梗
」
は
国
難
の
嘆
き
を
歌
っ
て
い
る
詩
の
一
の
記
述
で
あ
る
。
蝦
夷
が
引
き
続
き
騒
乱
を
起
こ
し
、
国
家
の
悩
み
と
な
っ
て
い
る
事
か
ら
、

空
海
は
こ
の
「
桑
柔
」
の
詩
を
念
頭
に
置
い
て
記
述
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
昔
景
行
皇
帝
撫
運
之
日
東
夷
未
賓(

昔
、
景
行
皇
帝
撫
運
の
日
東
夷
未
だ
賓
せ
ず)

。
日
本
武
尊
率
左
右
將
軍
武
彦
武
日
命
等
、
征
之
毛
人
面
縛
之(

日
本
武
尊
左
右
の
將
軍
武
彦
武
日

命
等
を
率
て
、
之
を
征
し
毛
人
面
縛
す)

。
日
命
則
君
之
先
也(

日
命
は
則
ち
君
の
先
な
り)

。」
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
を
念
頭
に
置
い
た
記
述
で
あ
る
。 

 

 

『
便
蒙
』
は
『
日
本
書
紀
』
巻
七
「
景
行
天
皇
紀
」
の
長
文
の
記
事
を
記
載
し
て
い
る
。
文
頭
の
景
行
天
皇
の
出
自
と
即
位
と
二
名
の
皇
子
の
誕
生
の
記
事
を
記
載
。
次
に
四
十
年
夏

六
月
の
条
と
秋
七
月
の
条
の
日
本
武
尊
が
吉
備
武
彦
と
大
伴
武
日
連
を
率
い
て
征
東
に
出
発
、
以
降
蝦
夷
制
圧
記
事
と
日
本
武
尊
が
伊
勢
で
三
十
歳
に
崩
じ
た
記
事
を
記
載
し
て
い
る
。

『
便
蒙
』
が
引
い
た
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
の
記
述
は
以
下
の
引
用
以
外
は
省
略
す
る
。 

 

「
撫
運
之
日
東
夷
未
賓
」
は
「
景
行
天
皇
紀
」
四
十
年
夏
六
月
の
条
「
東
夷
多
叛
、
邊
境
騒
動
」
に
基
づ
い
た
表
現
で
あ
る
。「
撫
運
」
天
運
を
手
で
握
り
取
る
。
天
命
に
よ
っ
て
帝
位

に
就
く
事
。『
便
蒙
』
は
張
薀
古
「
大
寶
箴
」
二
三

よ
り
引
い
て
「
我
皇
撫
レ

運
扇
以
二

淳
風
一(

我
が
皇
は
運
を
撫
し
て
扇
ぐ
に
淳
風
を
以
て
す)

」
と
し
て
い
る
。「
賓
」
は
、『
便
蒙
』
は
「
爾

雅
曰
、
賓
ハ

服
也
。
疏
ニ

曰
、
懐

テレ

德
ニ

而
服
也
」
と
し
て
、『
爾
雅
』「
釋
古
第
一
」
第
九
項
「
悦
、
懌
、
愉
、
釋
、
賓
、
協
、
服
也
」
と
邢
昺

け
い
へ
い

の
疏
の
章
句
の
一
部
を
引
い
て
い
る
二
四

。 

 

「
日
本
武
尊
率
左
右
將
軍
武
彦
武
日
命
」
は
「
景
行
天
皇
紀
」
四
十
年
秋
七
月
の
条
の
「
天
皇
則
命
三

吉
備
武
彦
與
二

大
伴
武
日
連
一

、
令
レ

從
二

日
本
武
尊
一

」
の
記
事
に
基
づ
い
て
の
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記
述
で
あ
る
。『
便
蒙
』
は
「
尊
命
ハ

日
本
ノ

俗
尊
稱
也
。
日
本
紀
ノ

自
註
ニ

曰
」
と
し
て
、『
日
本
書
紀
』「
巻
第
一
、
神
代
上
」
の
文
頭
の
割
注
「
至
貴
ヲ

曰
レ

尊
ト

、
自
餘
ヲ

曰
レ

命
ト

、
並
ニ

訓
フ二

美
擧
等

ミ

コ

ト

ト

也
」
を
引
い
て
、「
尊
、
命
」
の
語
釈
を
付
加
し
て
い
る
。 

 

「
征
之
毛
人
面
縛
之
」
は
「
景
行
天
皇
紀
」
四
十
年
是
歳
の
条
「
仍
テ

面
み
づ
か
ら

縛
シ
テ

服
スレ

罪
ニ

、
故
ニ

免
玉
フ

二

其
罪

ヲ一

」
の
記
述
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
。『
便
蒙
』
は
「
征
」
の
語
釈
に
「
孟
子

曰
、
征
ハ

上
伐

ツ
ナ
リ

レ 

下
ヲ

」
と
し
て
、『
孟
子
』「
盡
心
下
」
の
「
征
者
上
伐
下
也
。
敵
國
不
相
征(

征
と
は
、
上
、
下
を
伐
つ
な
り
。
敵
國
は
相
征
せ
ざ
る
な
り)

」
を
引
い
て
い
る
。
こ
の

孟
子
の
章
句
は
前
の
句
「
春
秋
無
義
戰
」
と
共
に
古
来
膾
炙
し
て
お
り
二
五

、
空
海
が
存
知
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
蝦
夷
を
征
す
事
は
、
征
は
正
、
罪
あ
る
者
を
正
す
義
戦
と
し
て
位

置
づ
け
て
の
表
現
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
運
敞
が
「
征
」
の
語
釈
を
行
っ
た
事
は
、
空
海
の
意
を
感
得
し
た
適
切
な
注
釈
と
思
わ
れ
る
。 

 

「
日
命
則
君
之
先
也
」
は
伴
國
道
の
遠
祖
が
大
伴
武
日
で
あ
る
事
を
記
述
し
て
い
る
。『
便
蒙
』
は
注
釈
を
加
え
て
い
な
い
。
大
伴
氏
の
系
譜
で
は
、
不
明
の
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
が

武
日
命
の
六
代
前
の
道
臣
命
が
神
武
天
皇
に
随
行
し
た
と
、
日
本
書
紀
に
記
述
さ
れ
、
代
々
武
官
と
し
て
天
皇
に
仕
え
た
氏
族
と
さ
れ
て
い
る
。
武
日
か
ら
数
え
て
十
代
目
の
後
裔
が
国

道
で
あ
る
二
六

。 

 

「
延
暦
中
亦
反
之(

延
暦
中
に
亦
た
之
に
反
す)

。
桓
武
皇
帝
令
大
将
軍
伴
弟
滿
等
卽
罪(

桓
武
皇
帝
大
将
軍
伴
弟
滿
等
を
し
て
卽
ち
罪
せ
し
む)

。
從
武
日
平
之
已
來
毎
時
時
作
逆(

武
日
の

之
を
平
げ
し
從
り
已
來
毎
に
時
時
逆
を
作
す)
。
遣
諸
氏
將
令
罰
其
辜
。
然
猶
人
面
獸
心
不
肯
朝
貢(

諸
氏
を
將
と
し
て
遣
は
し
て
其
辜
を
罰
せ
し
む
。
然
れ
ど
も
猶
人
面
獸
心
に
し
て
朝
貢

を
肯
ぜ
ず)

。」
は
日
本
武
尊
の
征
東
後
も
、
し
ば
し
ば
蝦
夷
が
反
乱
を
起
こ
し
、
そ
の
都
度
軍
を
派
遣
し
た
事
を
史
実
に
基
づ
き
、
簡
単
に
記
述
し
て
い
る
。
先
に
指
摘
し
た
如
く
、『
日

本
書
紀
』
に
記
述
さ
れ
た
語
句
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
の
で
、
空
海
は
手
元
に
『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
を
置
い
て
、
制
作
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

『
便
蒙
』
は
「
大
将
軍
」
と
「
伴
弟
滿
」
に
つ
い
て
、
記
述
を
し
て
い
る
が
、
延
暦
中
の
蝦
夷
の
反
乱
と
征
討
に
つ
い
て
は
注
釈
を
し
て
い
な
い
。「
大
将
軍
」
に
つ
い
て
、「
職
原
ニ

曰
、
鎮
守
府
将
軍
一
人
、
相
當
從
五
位
上
。
…
、
建
武
三
年
ニ

勅
乄二

三
位
已
上

ニ一

、
爲

ル
時
ハ

二 

當
府
ノ

将
軍

ト一

者
、
可
レ

加
二

大
ノ

字
ヲ一

者
。
…(

以
下
省
略)

」
二
七

と
引
用
し
、
そ
の
自
注
に
「
建
武
以

往
不
レ

依
二

位
階
一

、
亦
加
二

大
字
一

耶
」
と
し
て
い
る
が
、
単
に
「
大
」
を
付
加
し
た
事
に
対
す
る
注
釈
で
あ
り
、
不
要
と
考
え
る
。 

 

「
伴
弟
満
」
は
「
ト
モ
ノ
ヲ
ト
ミ
ツ
」
と
訓
み
、「
行
業
未
考
」
と
し
て
注
釈
を
し
て
い
な
い
。「
伴
弟
満
」
は
明
ら
か
に
「
伴
弟
麻
呂
」
の
事
で
あ
ろ
う
。「
伴
弟
満
」
は
空
海
の
思
い

違
い
か
、
或
い
は
、
眞
濟
の
誤
記
か
、
眞
濟
以
降
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
大
伴
弟
麻
呂(
七
三
〇
～
八
〇
九)

は
史
書
に
よ
り
「
弟
麿
」「
乙
麻
呂
」「
乙
麿
」
等
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
「
弟

満
」
と
表
記
さ
れ
た
も
の
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
。
運
敞
は
「
弟
満
」
を
正
し
い
と
し
た
た
め
に
、「
弟
麻
呂
」
が
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
年(

七
七
九)

正
月
庚
申
十
九
日
の
条
に
、「
授
二

從
六
位
上
大
伴
宿
爾
弟
麻
呂
從
五
位
下
一

」
と
初
め
て
記
載
さ
れ
た
以
後
、
二
十
数
箇
条
に
渡
っ
て
、
行
業
が
記
載
さ
れ
て
い
る
事
を
見
逃
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

日
本
武
尊
の
征
東
以
降
、
歴
代
、
東
北
地
方
へ
の
進
出
と
原
住
民
蝦
夷
の
服
属
を
最
重
要
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
朝
廷
側
の
攻
勢
に
対
抗
し
て
、
蝦
夷
の
抵
抗
・
反

乱
が
頻
発
し
て
い
る
。
桓
武
帝
は
特
に
征
夷
に
積
極
的
で
、
三
次
の
征
討
を
実
施
し
、
四
次
目
も
計
画
さ
れ
た
が
晩
年
に
達
し
体
調
不
良
等
諸
般
の
事
情
で
中
止
し
て
い
る
二
八

。
そ
の
中

で
、
延
暦
八
年
の
第
一
次
征
討
は
甚
大
な
損
害
を
蒙
り
失
敗
に
終
わ
っ
た
二
九

。
延
暦
十
三
年
の
第
二
次
征
討
は
征
夷
大
将
軍
大
伴
弟
麻
呂
の
統
率
下
三
〇

、
第
一
次
に
倍
す
る
空
前
の
規
模

で
実
施
さ
れ
三
一

、
多
大
の
戦
果
を
挙
げ
て
三
二

、
翌
年
正
月
二
十
九
日
、
戦
利
品
を
引
具
し
て
凱
旋
し
た
三
三

。
こ
の
戦
勝
は
平
安
京
へ
の
遷
都
と
相
ま
っ
て
、
官
民
こ
ぞ
っ
て
の
大
イ
ベ

ン
ト
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
空
海
は
こ
の
時
、
二
十
一
歳
か
ら
二
十
二
歳
で
あ
る
。
大
学
入
学
後
の
詳
し
い
動
静
は
不
明
で
あ
る
が
、「
延
暦
中
亦
反
之
、
桓
武
皇
帝
令
大
将
軍
伴
弟
滿

等
卽
罪
」
の
記
述
は
、
実
際
に
凱
旋
等
を
見
聞
し
た
為
か
も
知
れ
な
い
。
又
、
征
夷
の
動
静
は
巷
間
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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「
人
面
獣
心
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
漢
書
ノ

匈
奴
傳
ノ

賛
ニ

曰
、
夷
狄
人
ハ

貪
テ

而
好
レ

利
ヲ

、
被

フ
リ

レ

髪
ヲ

左
ニ
シ

レ

衽
ヲ

人
ノ

面
ニ
乄

獸
ノ

心
ナ
リ

」
と
『
漢
書
』
巻
九
十
四
下
「
匈
奴
傳
第
六
十

四
下
」
を
引
い
て
い
る
。
典
故
と
し
て
適
切
で
あ
ろ
う
。 

 

「
今
上
三
四 

乾
坤
爲
德
、
仁
義
具
心(

今
上 

乾
坤
を
德
と
爲
し
、
仁
義
を
心
に
具
ふ)

」
と
淳
和
帝
の
聖
徳
を
讃
え
る
。 

 

『
便
蒙
』
は
「
乾
坤
」
の
注
釈
を
「
嚴
君
平
カ

老
子
ノ

指
歸
ニ

曰
、
德
與
二

天
地
一

齊
スレ

光
ヲ

。
曹
子
建
七
啓
ニ

曰
、
同

ス二

量
ヲ

乾
坤

ニ一

」
と
し
て
い
る
。
嚴
遵
撰
三
五

『
老
子
指
歸
』
は
真
偽
が
論

じ
ら
れ
た
典
籍
で
あ
り
三
六

、
題
辞
・
巻
数
が
異
な
っ
た
も
の
が
何
種
か
伝
存
さ
れ
て
い
る
三
七

。
入
手
可
能
の
王
德
有
譯
注
『
老
子
指
歸
』
七
巻(

中
国
商
務
印
刷
館
、
二
〇
〇
四
年
十
二

月
刊)

を
調
べ
た
が
、『
便
蒙
』
が
引
用
し
た
章
句
を
見
付
け
る
事
が
出
来
な
い
三
八

。
現
存
す
る
何
種
か
の
テ
キ
ス
ト
は
全
て
、『
老
子
』
の
後
半
部
分
の
注
釈
で
あ
り
、
前
半
部
は
全
て

逸
失
し
て
い
る
。
運
敞
が
間
違
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
運
敞
が
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
の
「
廿
五
道
家
」
に
「
老
子
指
歸
十
三
巻
、
後
漢
嚴
尊

撰
」
と
著
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
系
統
の
写
本
が
伝
存
さ
れ
て
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
完
本
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
も
し
、
智
積
院
関
係
の
古
文
書
に
伝

存
さ
れ
て
い
れ
ば
、
斯
界
の
大
発
見
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

『
老
子
指
歸
』
か
ら
引
用
し
た
章
句
は
天
地
を
遍
く
照
ら
す
聖
徳
の
意
味
で
あ
る
。
次
に
曹
植
「
七
啓
」
第
八
段 (

『
文
選
』
巻
三
十
四)

か
ら
引
用
し
て
い
る
が
、
魏
の
宰
相
で
あ
っ

た
父
の
曹
操
の
徳
を
讃
え
た
章
句
で
あ
る
。
そ
の
李
善
注
に
「
乾
坤
は
天
地
也
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
便
蒙
』
の
注
釈
は
『
真
別
聞
書
』
三
九

が
批
判
し
て
い
る
如
く
四
〇

、
稀
覯
書

の
『
老
子
指
歸
』
等
を
用
い
て
い
る
が
、
ひ
ね
り
過
ぎ
、
迂
遠
で
、
不
適
で
あ
ろ
う
。「
乾
坤
」
の
典
故
は
『
周
易
』
に
あ
る
。『
周
易
』
五
「
説
卦
」
に
「
乾
ハ

天
也
、
坤
ハ

地
也
」
と
あ

り
、「
上
經
、
乾
、
文
言
第
六
節
」
に
「
大
人
者
、
與

ニ一

天
地

ト二

合
ス二

其
ノ

德
ヲ一

」
と
あ
る
。
空
海
は
『
周
易
』
を
念
頭
に
置
い
て
、
天
地
の
万
物
に
及
ぼ
す
德
と
等
し
い
ほ
ど
の
天
皇
の
広
大

な
德
と
表
現
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

「
麒
麟
不
踏
昆
蟲
、
鳳
凰
來
巣
阿
閣
。
風
調
不
暴
、
刑
厝
不
尸(
麒
麟
は
昆
蟲
を
踏
ま
ず
、
鳳
凰
は
阿
閣
に
來
巣
す
。
風
調
う
て
暴
せ
ず
、
刑
厝お

き
て
尸し

せ
ず)

。
太
平
之
治
五
稔
于
今
矣(

太

平
の
治
、
今
に
五
稔
な
り)

」。
は
、
淳
和
帝
の
即
位
後
の
五
年
間
が
、
善
政
を
行
う
聖
王
の
時
に
出
現
す
る
麒
麟
と
鳳
凰
を
挙
げ
、
災
害
も
起
ら
ず
、
重
罪
人
も
出
な
い
太
平
の
世
で
あ

っ
た
と
記
述
し
て
い
る
。 

 

『
便
蒙
』
は
、「
麒
麟
」
と
「
鳳
凰
」
の
注
釈
に
『
格
物
論
』
か
ら
引
い
て
、
形
状
な
ど
詳
し
く
記
述
し
て
い
る
。
長
文
な
の
で
全
文
の
記
載
は
省
略
す
る
。
そ
の
引
用
文
中
に
「
麒
麟

…
不
レ

履
二

生
蟲

ヲ一

、
不
レ

践
マ二

生
草

ヲ一

。
…
麟
鳳
龜
龍
ノ

四
靈
ハ

王
者
之
嘉
瑞
。
鳳
四
一
ハ

…
非

レ
ハ

二

梧
桐

ニ一

不
レ

栖
マ

…
」
と
あ
り
、
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
運
敞
が
引
用
し
た
『
格
物
論
』
を

探
索
し
た
が
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
確
認
で
き
な
い
四
二

。 

 

空
海
が
瑞
兆
の
麒
麟
と
鳳
凰
の
生
態
に
つ
い
て
、
何
を
根
拠
に
表
現
し
た
の
か
推
し
量
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
麒
麟
と
鳳
凰
の
生
態
・
形
状
に
つ
い
て
古
来
伝
承
さ
れ
て
き
た
が
、
そ

の
最
古
の
典
拠
が
何
か
は
浅
学
の
筆
者
に
は
よ
く
判
ら
な
い
が
、「
麒
麟
不
踏
昆
蟲
」
つ
い
て
は
、『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
に
著
録
さ
れ
た
陸
機
『
毛
詩
草
木
鳥
獸
蟲
魚
疏
』
四
三 

巻
下

「
麟
之
趾
」
に
「
…
不
履
生
蟲
、
不
践
生
草
、
不
群
居
、
不
侶
行
、
不
入
陥
穽
、
不
罹
蘿
網
」
と
あ
る
。「
鳳
凰
來
巣
阿
閣
」
に
つ
い
て
は
、
ま
た
同
じ
く
『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
に
著

録
さ
れ
た
皇
甫
謐
『
帝
王
世
紀
』
四
四

第
一
に
「
黄
帝
…
不
食
生
蟲
、
不
履
生
草
、
或
止
帝
之
東
園
、
或
巣
阿
閣
…
國
安
文
好
則
鳳
凰
翔
」
と
あ
る
。
こ
の
両
書
を
空
海
は
披
見
し
た
可
能

性
が
あ
る
と
考
え
る
。「
阿
閣
」
を
皇
居
に
擬
し
て
い
る
が
、
梧
桐
が
植
え
ら
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。 

 

「
昆
蟲
」
と
「
阿
閣
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
語
釈
を
重
複
し
て
詳
し
く
行
っ
て
い
る
が
、
さ
ほ
ど
重
要
な
語
句
と
も
言
え
な
い
語
句
の
語
釈
は
冗
長
で
あ
り
、
運
敞
の
意
図
が
判
ら
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な
い
。
以
下
に
『
便
蒙
』
の
語
釈
の
根
拠
を
明
示
し
て
記
述
す
る
。
①
「
鄭
玄
四
五
カ

禮
記
ノ

注
ニ

曰
、
昆
ハ

明
也
、
明
蟲
者
陽
ニ
乄

而
生
シ

、
陰
ニ
乄

而
藏

カ
ク
ル

ル

也
」
…
『
禮
記
』「
王
制
五
」
の
「
昆

蟲
未
蟄
。
不
以
火
田
」
に
対
す
る
注
で
あ
る
。
②
「
漢
書
ノ

注
ニ

師
古
カ

曰
、
昆
ハ

衆
也
、
昆
蟲
ハ

言
ハ

衆
蟲
也
。
又
、
許
慎
カ

說
文
ニ

云
、
二
虫
ヲ

爲
レ

䖵コ
ン

ト

、
讀
ン
テ

與
トレ

昆
同
シ

、
謂
ク

虫
之
總
名

ナ
リ

。
兩
義
並
ニ

通
ス

、
而
乄

鄭
康
成
以

テ二

昆
蟲

ヲ一

爲
ル
事

二

明
蟲

ト一

失
セ
リ

レ

之
ヲ

矣
」
…
『
漢
書
』「
成
帝
紀
第
十
」
の
「
以
統
理
之
君
道
得
則
草
木
昆
蟲
咸
得
其
所
」
に
対
す
る
注
で
あ
る
。
③
「
陸
機

カ

君
子
有
所
思
行
ニ

曰
、
洞
房
結ツ

ラ
ナ
ル

二

阿
閣

ニ一

。
翰
カ

曰
、
阿
ハ

大
也
。
善
カ

曰
、
尚
書
ノ

中
候
ニ

曰
、
昔
黄
帝
軒
轅
ノ
時
ニ

鳳
凰
巢
二

阿
閣

ニ一

、
鄭
玄
カ

周
禮
ノ

注
ニ

曰
、
四
阿
若

シ二

今
ノ

四
注

ノ一

也
」
…
『
文

選
』
巻
二
十
八
、
陸
機
「
楽
府
十
七
首
」
の
第
八
首
「
君
子
有
所
思
行
」
の
第
六
句
「
洞
房
結
阿
閣
」
に
対
す
る
、
五
臣
李
周
翰
と
李
善
の
注
で
あ
る
。
④
又
古
詩
注
良
曰
、
阿
閣
重
閣

也
」
…
『
文
選
』
巻
二
十
九
、「
古
詩
十
九
首
」
の
第
五
首
の
第
三
句
・
四
句
「
交
疏
結
綺
牕
、
阿
閣
三
重
階
」
に
対
す
る
五
臣
劉
良
の
注
で
あ
る
。 

 

「
風
調
不
暴
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
毛
詩
ノ

箋
ニ

曰
、
古
ハ

者
陰
陽
和
シ

、
風
雨
時
ア
リ

、
其
ノ

來
ル
事

祁
祁

キ

キ

然
ト
乄

不
二

暴
疾

ナ
ラ

一

也
」
と
し
て
い
る
。『
毛
詩
』「
小
雅
甫
田
之
什
・
大
田
」

第
三
章
第
一
句
・
二
句
「
有
渰
萋
萋
、
興
雨
祁
祁(

渰え
ん

有
り
て
萋
萋
た
り
、
雨
興
り
祁
祁
た
り)

」
に
対
す
る
鄭
玄
の
箋
を
引
い
て
い
る
。
適
切
で
あ
ろ
う
。 

 

「
刑
厝
不
尸
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
史
記
ニ

成
康
之
際
天
下
安
寧
ニ
乄

、
刑
錯
テ

四
十
餘
年
不
レ

用
、
注
ハ

應
劭
四
六
ニ

曰
、
錯
ハ

置
也
。
厝
ハ

與
レ

錯
同
、
尸
ハ

與
レ

屍
通
ス

。
釋
名
曰
、
既

ニ

定
テ

死
ヲ

曰
レ

尸
ト

、
尸
ハ

舒
也
。
骨
節
舒
解
乄

、
不
レ

能
二

復
自ミ

ラ

勝
斂

ス
ル
事

一 

」
と
し
て
、「
刑
厝
」
は
『
史
記
』
巻
四
「
周
本
記
」「
成
王
・
康
王
紀
」
を
引
き
、「
不
尸
」
は
劉
煕
撰
『
釋
名
』

「
釋
喪
制
第
二
十
七
」
四
七

を
引
い
て
い
る
。
適
切
で
あ
ろ
う
。 

 

「
太
平
之
治
五
稔
于
今
矣
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
崔
豹
古
今
注
曰
、
周
公
治
致

ス二

太
平

ヲ一

。
盧
子
諒
カ

詩
ニ

曰
、
自

リレ

奉
乄二

清
塵

ニ一

、
于

ニレ

今
五
稔
」
と
し
て
、
自
註
に
「
今
按
言
二

五
稔

一

者
、
自
二

今
上
即
位
一

至
レ

今
五
年
、
仍
丁
二

天
長
五
年
一

乎
」
と
し
て
い
る
。「
太
平
之
治
」
は
崔
豹
撰
『
古
今
注
』
四
八

巻
上
「
輿
服
第
一
」
か
ら
引
き
、「
五
稔
于
今
」
は
『
文
選
』
巻

二
十
五
、
盧
諶
「
贈
劉
琨
詩
竝
書
」
四
九

の
「
書
」
の
章
句
か
ら
引
い
て
い
る
。
こ
の
語
注
は
不
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
り
ふ
れ
た
語
句
で
、
淳
和
帝
即
位
後
の
太
平
の
五
年
間
を

記
述
し
て
い
る
の
で
、
空
海
は
特
段
の
典
拠
を
考
え
る
ま
で
も
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
自
註
の
指
摘
は
正
し
い
。 

 

「
無
爲
之
世
致
有
苗
之
伐
、
垂
拱
之
時
有
涿
鹿
之
戰(

無
爲
の
世
に
有
苗
の
伐
を
致
し
、
垂
拱
の
時
に
涿
鹿
の
戰
有
り)

。
時
已
澆
季
、
仁
義
之
郷
返
爲
胡
越(

時
已
に
澆
季
に
し
て
、
仁
義

の
郷
返
り
て
胡
越
と
爲
る)

。」
は
舜
の
治
世
が
無
為
に
し
て
太
平
で
あ
っ
た
時
で
も
、
征
伐
が
行
わ
れ
、
黄
帝
が
善
政
を
行
い
太
平
で
あ
っ
た
時
で
も
、
涿
鹿
で
戦
い
が
起
っ
た
。
末
世

の
今
は
、
仁
義
豊
か
な
郷
で
あ
っ
て
も
、
互
い
に
疎
遠
に
な
る
。
ま
し
て
、
蝦
夷
に
対
峙
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
、
反
乱
も
起
る
か
も
知
れ
な
い
と
、
東
北
の
鎮
撫
に
赴
く
事
態
を
記

述
し
て
い
る
。 

 

「
無
爲
之
世
致
有
苗
之
伐
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
荘
子
曰
、
古
之
畜

ヤ
シ
ナ

ウ二

天
下

ヲ一

者
ハ

、
無
為
乄

而
萬
物
化
ス

。
大
禹
謨
ニ

曰
、
帝
ノ

曰
、
咨ア

ゝ

禹
、
惟コ

レ

時コ
ノ

有
苗
弗
レ

率
シ
タ
カ

ハ

汝
チ

徂ユ
イ

テ

征
セ
ヨ

」

と
『
荘
子
』「
外
篇
・
天
地
第
十
二
」
と
『
尚
書
』「
大
禹
謨ぼ

」
か
ら
、
引
用
し
て
語
釈
を
し
て
い
る
。
適
切
で
あ
ろ
う
。
古
来
、
無
為
に
し
て
徳
を
持
っ
て
治
め
る
事
を
理
想
の
政
治
と

し
て
い
る
事
は
、『
老
子
』
や
『
論
語
』
な
ど
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
空
海
に
と
っ
て
自
明
の
事
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。 

 

「
垂
拱
之
時
有
涿
鹿
之
戰
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
又
、
武
成
ニ

曰
ク

、
垂
拱
乄

而
天
下
治
ル

。
注
ニ

曰
、
垂
衣
拱
手
ニ
乄

而
天
下
自オ

治
ル

。
史
記
曰
、
蚩シ

尤
作

乄レ

亂
ヲ

不
レ

用
ヒ二

帝
命

ヲ一

於
テレ

是

黄
帝
乃
シ

徵メ

シ二

師
ヲ

諸
侯

ニ一

與
ト二

蚩
尤
一

戰
フ二

於
涿
鹿
之
野

ニ一

、
遂
ニ

禽
二

殺
ス

蚩
尤

ヲ一

。」
と
『
尚
書
』「
武
成
十
七
」
と
『
史
記
』「
五
帝
本
紀
・
黄
帝
」
と
よ
り
引
い
て
い
る
。
適
切
で
あ
ろ
う
。 

 

 

「
時
已
澆
季
、
仁
義
之
郷
返
爲
胡
越
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
王
文
憲
カ

集
ノ

序
ノ

注
ニ

曰
、
澆
季
ハ

謂
二

末
世
ノ

浮
薄

ヲ一

也
。
禰
衡
カ

鸚
鵡
ノ

賦
ニ

曰
、
今
日
之
兩

フ
タ
ツ

ナ
カ
ラ

絶
ヘ
タ
ル

、
若

シ二

胡
越

之
異
區

ナ
ル
カ

一 

。
向
曰
、
胡
ハ

在
レ

北
ニ

、
越
ハ

在
レ

南
ニ

、
言
ハ

遠
也
。
善
カ

曰
、
淮
南
子
ニ

自
リ二

異
ナ
ル

者
ノ一

視
レ
ハ

レ

之
ヲ

肝
膽
モ

胡
越
也
、
高
誘
カ

曰
、
胡
越
ハ

喻
フレ

遠
キ
ニ

」
と
し
て
い
る
。「
澆
季
」
は
『
文

57　空海漢詩文研究　「贈伴按察平章事赴陸府詩并序」の「序」に於ける『便蒙』の注釈の検討（中谷）
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選
』
巻
四
十
六
、
任
昉
「
王
文
憲
集
序
」
五
〇

の
「
宋
末
艱
虞
、
百
王
澆
季
」
に
対
す
る
五
臣
李
周
翰
五
一

の
注
を
引
き
、「
胡
越
」
は
『
文
選
』
巻
十
三
、
禰
衡
五
二

「
鸚
鵡
賦
」
を
引
き
、

五
臣
呂
向
と
李
善
の
注
を
引
い
て
い
る
。「
澆
季
」
の
語
釈
は
適
切
で
あ
る
が
、「
胡
越
」
の
語
釈
は
重
複
し
て
冗
長
で
あ
る
。
次
に
、「
今
ノ

言
ハ

垂
拱
無
爲
之
上
世
ニ
ス
ラ

尚
ヲ

有
二

征
伐
之

事
一

。
今
時
已
ニ

澆
漓
ノ

季
世
ナ
リ

、
雖
二

仁
義
之
郷

ト一

却
テ

相
ヒ

離
背
乄

、
有

リレ

若
ル
事

二

胡
越

ノ一

、
况
ヤ

邊
陲
ヲ
ヤ

乎
」
と
、「
無
為
…
」
以
下
の
全
文
に
対
す
る
注
釈
を
し
て
い
る
。
こ
の
注
釈
は
空
海

の
意
図
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。 

 

「
比
属
、
神
光
恠
氣
發
東
、
地
震
流
星
起
西(

比
属
、
神
光
恠
氣
東
に
發
し
、
地
震
流
星
西
に
起
る)

」
は
、
即
位
後
か
ら
現
在
ま
で
に
、
流
星
・
日
蝕
・
地
震
等
天
変
地
異
が
全
国
に
多

発
し
て
い
る
と
述
べ
る
。 

 

「
神
光
恠
氣
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
漢
書
曰
、
神
光
三
ヒ

燭
ス

、
今
謂
ラ
ク

神
光
ハ

多
ハ

奔
星
ノ

有
レ

光
之
類
也
。
怪
氣
ハ

謂
ク

氣
之
怪
異
ナ
ル

者
ノ

、
皆
兵
亂
之
兆
也
。」
と
し
て
、『
漢
書
』

巻
六
「
武
帝
本
紀
」
元
封
六
年(
一
〇
五)

三
月
の
条
「
行
幸
河
東
…
祭
后
土
神
光
三
燭
」
を
引
き
、「
今
謂
…
」
以
下
で
、
語
釈
を
行
っ
て
い
る
。
語
釈
と
し
て
適
切
で
あ
る
が
、
ど
こ
か

ら
引
用
し
た
の
か
判
ら
な
い
、
或
い
は
運
敞
自
ら
の
記
述
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
地
震
流
星
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
杜
欽
カ

上
對
ニ

曰
、
臣
聞
ク

日
蝕
地
震
ハ

陽
微
陰
盛
也
…
。
國
語
ニ

伯
陽
父
カ

曰
、
陽
伏
乄

而
不
レ

能
レ

出
ル
事

、
陰
遁
レ
テ

而
不
レ

能
レ

蒸ノ
ホ

ル
事

。
於

テレ

是

ニ

有
リ二

地
震
一

、(

割
注)

注
曰
、
陰
氣
在
レ

下
、
陽
氣
迫
レ

之
使
レ

不
レ

能
レ

升
也
。
陰
陽
相
迫
氣
動
二

于
下
一

、
故
地
震
。
晋
書
天
文
志
ニ

曰
、
流
星
ハ

天
使
也
。
自

乄レ

上
而
降
ル
ヲ

曰
レ

流
ト

、
自

乄レ

下

而
升
ヲ

曰
レ

飛
ト

。
…
」
と
し
て
、『
漢
書
』
巻
六
十
、「
杜
周
傳
第
三
十
、
杜
欽
傳
」
と
『
国
語
』
巻
第
一
「
周
語
上
、
幽
王
二
年
」
の
条
と
『
晋
書
』
巻
十
一
「
志
第
一
、
天
文
中
、
流

星
」
と
三
書
よ
り
引
い
て
い
る
。
長
文
な
の
で
一
部
を
割
愛
す
る
。
語
釈
と
し
て
は
充
分
で
あ
ろ
う
。 

 

「
比
属
」
は
『
便
蒙
』
の
注
釈
は
な
い
が
、
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
淳
和
帝
即
位
後
の
五
年
を
表
し
て
い
る
。「
比
」「
属
」
共
に
こ
の
頃
、
近
頃
の
意
味
が
る
。
こ
の
間
の
正
史
で
あ

る
『
日
本
後
紀
』
は
逸
失
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
間
に
空
海
記
述
の
如
く
天
変
地
異
が
ど
れ
ほ
ど
起
っ
た
か
判
ら
な
い
。 

 

「
皇
帝
納
隍
軫
慮
、
即
欲
遣
文
翁
孫
子
鎮
押
東
夷(

皇
帝
納
隍

の
う
こ
う

軫
慮

し
ん
り
ょ

し
て
、
即
ち
文
翁
孫
子
を
遣
し
東
夷
を
鎮
押
せ
し
め
ん
と
欲
す)

」
は
、
天
皇
が
東
北
の
民
の
安
寧
を
憂
慮
さ
れ
、
文

翁
の
如
き
民
政
の
才
能
と
孫
子
の
如
き
軍
略
の
才
を
持
つ
國
道
を
、
蝦
夷
人
を
鎮
撫
す
る
為
に
派
遣
し
た
と
述
べ
る
。 

 

「
納
隍
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
東
京
ノ

賦
ニ

曰
、
人
或
ハ

不
レ
ハ

レ

得
二

其
ノ

所
ヲ一

、
若

シ三

己
レ

納
イ
ル
ル

カ二

之
ヲ

於
隍ミ

ソ
ニ一

。
注
ニ

薛
綜
五
三
カ

曰
、
隍
ハ

城
下
ノ

坑
ツ
チ
ア
ナ

、
無

キレ

水
者
。」
と
し
て
、
張
衡
五
四

「
東

京
賦
」(

『
文
選
』
巻
三)

よ
り
引
い
て
い
る
。「
納
隍
」
は
用
例
の
少
な
い
語
句
で
あ
る
五
五

。「
東
京
賦
」
の
李
善
注
は
「
納
隍
」
の
典
故
に
『
孟
子
』「
萬
章
章
句
上
」
の
「
伊
尹
思
天
下

之
民
、
匹
夫
匹
婦
有
不
與
被
堯
舜
之
澤
者
、
若
己
推
而
納
之
於
溝
中
也(

伊
尹
は
天
下
の
民
、
匹
夫
匹
婦
、
堯
舜
の
澤
を
被
ら
ざ
る
者
有
る
を
思
う
こ
と
、
己
が
推
し
て
之
を
溝
中
に
納
る

る
が
若
き
也)

」
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
徳
政
の
恩
恵
に
浴
さ
な
い
庶
民
が
居
れ
ば
、
あ
た
か
も
彼
等
を
溝
の
中
に
押
し
込
め
苦
し
め
た
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
責
任
を
感
じ

る
と
の
意
味
に
な
る
。
即
ち
、
東
北
地
域
は
、
未
だ
朝
廷
の
施
政
が
行
き
届
い
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
事
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

「
軫
慮
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
范
雲
カ

表
ニ

曰
、
挺

テレ

襟
ヲ

軫
イ
タ
マ

シ
ム

レ

慮
ヲ

。
王
逸
カ

楚
辭
ノ

注
ニ

曰
、
軫
ハ

痛
也
。」
と
し
て
い
る
。『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十
「
職
官
部
六
、
太
守
」
の
「
梁

范
雲
・
除
始
興
郡
表
」
よ
り
引
い
て
い
る
。
次
に
「
軫
」
の
語
釈
に
『
楚
辞
』
屈
平
「
九
章
」「
第
五
章
・
懐
沙
」
の
「
鬱
結
紆
軫
兮
、
離
愍
而
長
鞫(

鬱
結

う
つ
け
つ

紆
軫

う

し

ん

し
て
、
愍

う
れ
ひ

に
離あ

ひ
て
長

く
鞫き

わ

ま
る)

」
に
対
す
る
、
王
逸
五
六

の
注
を
引
い
て
い
る
。「
軫
慮
」
も
又
、
用
例
の
少
な
い
語
句
で
あ
る
。『
南
海
寄
歸
內
法
傳
』
と
『
不
空
表
制
集
』
五
七

な
ど
に
僅
か
に
見
出
せ
る
の

み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
を
考
え
る
と
、「
軫
慮
」
は
皇
帝
が
人
民
を
慮
り
、
心
を
痛
め
る
意
味
で
あ
る
。 
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空
海
は
特
異
の
「
納
隍
軫
慮
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
当
時
の
東
北
地
区
の
治
安
の
悪
化
等
政
情
不
安
の
情
況
と
そ
れ
に
対
す
る
天
皇
の
思
い
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。『
便
蒙
』
の
注

釈
は
十
分
に
首
肯
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
空
海
が
こ
の
語
句
を
用
い
た
意
図
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。 

 

「
文
翁
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
『
漢
書
』
巻
八
十
九
・
列
伝
第
五
十
九
「
循
吏
」
の
傳
の
文
頭
か
ら
ほ
ぼ
全
文
を
引
い
て
い
る
。
長
文
な
の
で
、
省
略
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
文

翁(

生
没
年
不
詳)
は
廬
江
舒(

安
徽
省)

の
人
。
前
漢
の
景
帝
の
末
年(

Ｂ
Ｃ
一
四
二)

頃
、
蜀
の
太
守
と
な
る
。
蜀
の
民
度
が
低
い
の
で
教
化
を
図
り
、
学
校
を
作
り
、
郷
党
を
教
育
し
、

そ
の
才
能
に
応
じ
、
郡
・
県
の
役
人
に
登
用
し
た
。
ま
た
、
下
級
官
吏
で
優
秀
な
者
は
長
安
に
派
遣
し
博
士
に
学
ば
せ
、
帰
郷
後
、
重
要
な
役
職
に
任
じ
た
。
そ
の
ま
ま
、
蜀
で
生
涯
を

閉
じ
る
。
文
翁
は
優
れ
た
為
政
者
で
あ
る
が
、
中
央
の
高
級
官
僚
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
著
名
と
は
言
え
な
い
。『
文
選
』
等
、
唐
以
前
の
典
籍
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。 

「
文
翁
」
と
云
う
姓
名
も
通
称
で
本
名
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
唯
、
中
唐
頃
か
ら
、
王
維(

七
〇
一
～
七
六
一)

等
、
多
く
の
詩
人
が
そ
の
詩
に
取
り
あ
げ
て
い
る
五
八

。
こ
れ
ら
を
考

え
る
と
、
空
海
の
ほ
ぼ
同
時
代
に
文
翁
の
再
評
価
が
あ
り
、
民
政
の
達
人
・
公
立
学
校
の
創
始
者
と
し
て
称
賛
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
空
海
は
存
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る 

 

「
孫
子
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
『
史
記
』
巻
六
十
五
・
列
伝
第
五
の
「
孫
子
傳
」
の
文
頭
の
長
文
を
引
く
。
記
載
は
省
略
す
る
。
要
旨
は
、
呉
王
闔
閭
の
命
で
、
後
宮
の
美
女
を
用

い
て
軍
事
演
習
を
行
い
、
軍
令
に
従
わ
な
か
っ
た
寵
姫
二
人
の
責
を
問
い
、
王
の
救
命
の
指
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
斬
首
す
る
。
す
る
と
次
の
演
習
は
見
事
に
統
制
の
と
れ
た
演
習
に
な

る
。
そ
れ
で
、
王
は
孫
子
の
用
兵
が
優
れ
て
い
る
事
を
知
る
と
云
う
故
事
で
あ
る
。
孫
子
に
つ
い
て
、
空
海
は
『
聾
瞽
指
歸
』『
三
教
指
歸
』
の
「
鼈
毛
先
生
論
」
で
「
張
良
孫
子
慨
三
略

之
莫
術
」
と
記
述
し
て
お
り
、
軍
略
家
と
し
て
熟
知
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
空
海
の
存
命
時
に
は
魏
武
帝
が
編
纂
し
た
十
三
篇
の
『
孫
子
』
が
伝
存
し
て
い
る
。 

 

「
君
、
智
而
謀
、
果
而
恵
。
門
則
累
葉
、
人
寔
平
章(
君
、
智
に
し
て
謀
あ
り
、
果
に
し
て
恵
あ
り
。
門
は
則
ち
累
葉
に
し
て
、
人
は
寔
に
平
章
な
り)

。
吐
議
允
聖
心
、
衆
亦
推
之(

議

を
吐
く
に
聖
心
に
允か

な

ひ
、
衆
亦
之
を
推
す)

」。
は
国
道
の
才
能
を
讃
え
、
武
門
の
人
、
参
議
に
相
応
し
い
人
、
天
皇
の
意
に
添
い
、
周
囲
も
推
挙
す
る
よ
う
な
秀
で
た
人
で
あ
る
と
述
べ

る
。 

 

「
果
而
恵
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
顔
延
年
カ

陽
給
事
カ

誄
ニ

曰
、
資
性
忠
果
ナ
リ

。
注
ニ

銑
カ

曰
、
果
烈
也
」
と
し
て
い
る
。『
文
選
』
巻
五
十
七
に
所
載
さ
れ
て
い
る
五
九

。「
果
而
恵
」

は
果
敢
に
し
て
恵
和(

穏
や
か
で
温
か
い)

の
意
味
で
用
い
た
と
思
わ
れ
る
。『
便
蒙
』
は
「
果
」
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
語
釈
を
し
て
い
る
が
、「
恵
」
の
語
釈
は
し
て
い
な
い
。 

 

「
累
葉
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
葉
ハ

世
也
。
魏
武
帝
領

ス
ル

二

兗
州
ノ

牧
ヲ一

表
曰
、
臣
累
葉
受

クレ

恩
ヲ

」
と
し
て
い
る
。『
廣
雅
』「
釋
言
」
か
ら
「
葉
世
也
」
を
引
き
、『
藝
文
類
聚
』
巻

五
十
、「
職
官
部
六
、
刺
史
」
の
「
魏
武
帝
謝
領
兗
州
牧
表
」
よ
り
引
い
て
い
る
。「
累
葉
」
も
用
例
の
少
な
い
語
句
で
あ
る
。「
魏
武
帝
謝
領
兗
州
牧
表
」
は
『
藝
文
類
聚
』
の
所
載
意
外

に
見
当
た
ら
な
い
。
空
海
が
参
照
し
た
の
は
、
左
思
六
〇

「
呉
都
賦
」(

『
文
選
』
巻
五)

の
「
雖
累
葉
百
疊
、
而
富
彊
相
繼(

葉
を
累か

さ

ぬ
る
こ
と
百
疊
な
り
と
雖
ど
も
、
富
彊
相
繼
ぐ)

。」

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。 

 

「
平
章
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
尚
書
曰
、
平

ヒ
ト
シ

ク二

章
ア
キ
ラ
カ

ニ
ス
レ
ハ

百
姓

ヲ一

、
百
姓
昭
明
ナ
リ

。
今
言
ハ

官
至
二

平
章
事

ニ一

、
其
人
實
ニ

有
二

平
章
之
德
一

」
と
し
て
い
る
。『
尚
書
』「
堯
典
」
を

引
き
、「
今
言
…
」
以
降
は
運
敞
自
身
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。「
平
章
之
德
」
は
用
例
が
な
く
、
空
海
が
「
人
寔
平
章
」
と
表
現
し
た
意
図
を
汲
ん
で
、
國
道
が
「
平
章
」
の
意
味
で
あ
る
「
均

し
く
明
ら
か
に
治
め
る
」
徳
を
有
す
る
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
名
に
相
応
し
い
官
職
に
居
る
と
注
釈
し
て
い
る
。
適
切
で
あ
ろ
う
。 

 

 

「
吐
議
允
聖
心
」
に
つ
い
て
『
便
蒙
』
は
注
釈
を
し
て
い
な
い
。
國
道
の
進
言
が
天
皇
の
意
に
適
う
意
味
で
あ
る
。「
吐
議
」
は
用
例
の
見
当
ら
な
い
語
句
で
あ
る
。「
吐
」
は
舒
べ
る

意
味
が
あ
り
、「
吐
言
」「
吐
露
」
等
と
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
類
語
の
空
海
独
自
の
語
彙
か
も
知
れ
な
い
。 
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「
衆
亦
推
之
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
衆
推
ト

者
衆
人
推
二

重
ス

其
議

ヲ一

也
。
又
禮
記
ノ

注
ニ

曰
、
推
猶
レ

進
」
と
し
て
い
る
。
運
敞
自
身
の
注
釈
で
あ
ろ
う
。
適
切
で
あ
る
。「
推
」
の

語
釈
に
『
禮
記
』「
儒
行
第
四
十
一
」
の
「
上
弗
援
、
下
弗
推(

上
に
も
援ひ

か
れ
ず
、
下
に
も
推
さ
れ
ず)

」
に
対
す
る
鄭
玄
の
注
を
引
い
て
い
る
。 

 

是
故
、
授
斧
節
於
龍
顔
、
撫
皇
化
于
蝦
荒(

是
の
故
に
、
斧
節
を
龍
顔
に
授
け
ら
れ
、
皇
化
を
蝦か

荒こ
う

に
撫
す)

。」
は
國
道
が
鎮
東
按
察
使
に
任
命
さ
れ
、
蝦
夷
人
の
皇
化
・
宣
撫
の
任
務

に
就
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
正
史
の
『
日
本
後
紀
』
が
散
逸
し
て
い
る
の
で
、
明
確
に
判
ら
な
い
が
、『
公
卿
補
任
』
天
長
五
年
の
國
道
の
記
事
に
「
今
年
復
兼
按
察
使
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
。
前
述
し
た
如
く
、「
大
伴
宿
禰
国
道
伝
考
」
に
よ
れ
ば
、
二
月
八
日
に
再
任
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
斧
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
劉
子
ニ

曰
、
夫
レ

將
ハ

者
國
之
安
危
、
民
之
性
命
係カ

カ
レ
リ

レ

之
ニ

。
不
レ

可
レ

不
ン
ハ

レ

重
ン
セ

、
故
ニ

詔
ス
ル
ニ

レ 

之
ニ

以
シ二

廟
堂

ヲ一

、
授

ル
ニ

レ

之
ニ

以
ス二

斧
鉞

ヲ一

。
受
命
既
ニ

已
時
ハ

、

則
設

ケ
テ

二

明
衣

ヲ一

鑿
ニ

凶
門

ヲ一

」
と
し
て
い
る
。『
劉
子
』「
兵
術
章
四
十
」
六
一

か
ら
引
い
て
い
る
。 

 

「
節
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
史
記
索
隱
ニ

曰
、
節
ハ

使
者
ノ

所
レ

擁ト
ル

也
。
説
文
ニ

云
、
符
信
也
。
漢
ノ

制
以
二

竹
長
六
寸

ナ
ル
ヲ

一 

相
合
ス

。
釋
名
ニ

云
、
節
ハ

爲
ウ二

號
令
賞
罰

ヲ一

之
節
也
。
又
、

節
毛
上
下
相
ヒ

重
ナ
ル

、
取

ル二

象
ヲ

竹
節

ニ一

。」
と
し
て
い
る
。『
史
記
』「
高
祖
本
紀
第
八
」
の
漢
元
年
十
月
の
条
の
「
封

ズ二

皇
帝
ノ

璽
・
符
・
節

ヲ一

」
の
「
節
」
に
対
す
る
索
隱
注
か
ら
引
い
て
い

る
。『
史
記
索
隱
』
に
引
用
さ
れ
た
『
説
文
解
字
』
巻
五
上
「
竹
部
、
符
」
と
『
釋
名
』
巻
第
七
「
釋
兵
第
二
十
三
」
と
を
調
べ
た
が
、
現
存
の
『
釋
名
』
に
は
「
又
、
節
毛
…
」
以
下
が

記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
、
運
敞
の
用
い
た
『
史
記
』
は
六
朝
宋
裴
駰
集
解
、
唐
司
馬
貞
索
隱
、
唐
張
守
節
正
義
六
二

の
三
者
の
注
を
付
し
た
、
宋
の
元
豊
刊
本
の
和
刻

覆
刻
本
で
あ
る
嵯
峨
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。 

 

「
龍
顔
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
贈
野
陸
州
歌
幷
序
」
の
序
「
魏
闕
遠
阻
龍
顔
之
謁
」
に
対
す
る
注
に
「
龍
顔
ハ

謂
ク

天
子
也
。
漢
書
ニ

曰
、
高
祖
爲

リレ

人
隆
準セ

ツ

ニ
乄

而
龍
顔
ナ
リ

」
と
し

て
い
る
。『
漢
書
』
巻
一
上
「
高
帝
紀
第
一
上
」
よ
り
引
い
て
い
る
。 

 

「
撫
皇
化
于
蝦
荒
」
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
韋
孟
カ

諷
諌
ノ

詩
ニ

曰
、
彤
弓
斯
ニ

征
乄

、
撫ナ

テ二

寧
ヤ
ス
ン

ス

遐
荒

ヲ一

。
注
ニ

善
カ

曰
、
荒
ハ

荒
服
。
蝦
荒
ハ

謂
ク

蝦
夷
ナ
リ

、
蝦
遐
音
同
シ

、
故
ニ

假
リ
ニ

用
ユ

焉
。
今
言
ハ

以
二

皇
化

ヲ一

撫
二

寧
ス
ル

蝦
夷

ヲ一

也
」
と
し
て
い
る
。『
文
選
』
巻
十
九
、
韋
孟
六
三

「
諷
諌
詩
幷
序
」
の
「
第
五
・
六
句
」
と
そ
の
李
善
の
注
の
一
部
を
引
い
て
い
る
。
蝦
荒
謂
蝦

夷
以
降
は
運
敞
自
身
の
注
釈
で
あ
る
。
適
切
で
あ
ろ
う
。「
荒
服
」
は
『
尚
書
』
の
時
代
に
王
城
か
ら
距
離
に
よ
っ
て
世
界
を
五
服
に
分
け
、
そ
の
最
遠
方
の
未
開
の
地
の
事
を
謂
う
。 

 

「
斧
節
」
以
下
の
運
敞
の
注
釈
は
従
前
の
如
く
、
漢
籍
の
語
釈
を
し
て
い
る
が
、
日
本
で
の
鎮
東
按
察
使
に
与
え
る
斧
節
の
具
体
的
な
内
容
が
判
ら
な
い
。
天
皇
の
権
限
と
軍
の
指
揮

権
を
付
与
す
る
に
、
日
本
で
は
節
刀
を
用
い
た
が
、
國
道
も
節
刀
を
授
与
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
空
海
が
目
に
し
た
事
が
ど
の
よ
う
な
事
か
知
り
た
い
と
考
え
る
と
、『
便
蒙
』
の
注
釈
は

不
要
で
あ
る
。 

 

賜
餞
賜
詩
、
天
澤
霈
然
。
侍
坐
奉
和
、
詩
即
爲
什(

餞
を
賜
り
詩
を
賜
っ
て
、
天
澤
霈
然
た
り
。
侍
坐
し
て
奉
和
す
れ
ば
、
詩
則
ち
什
を
爲
す)

。
當
是
、
暉
榮
史
策
、
擧
音
絲
竹(

當
に
是

れ
、
榮
を
史
策
に
暉て

ら
し
、
音
を
絲
竹
に
擧
げ
る
べ
し)

。
加
以
、
擧
城
寮
族
知
舊
悉
皆
餞
惜(
加

以

し
か
の
み
な
ら
ず

、
城
を
擧
げ
て
寮
族
知
舊
悉
く
皆
餞

は
な
む

け
し
惜
し
む)

。」
は
、
國
道
が
東
北
へ
の
出

立
に
当
た
り
、
天
皇
か
ら
二
月
二
十
七
日
に
餞
の
宴
を
受
け
た
時
の
様
子
と
実
際
の
出
立
に
際
し
、
親
族
・
知
友
達
か
ら
盛
大
な
送
別
を
受
け
た
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
餞
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
餞
ハ

説
文
ニ

曰
、
送

ルレ

去
ヲ

也
」
と
し
て
、『
説
文
解
字
』
巻
五
下
の
食
部
「
餞
」
を
引
い
て
い
る
。 

 

「
天
澤
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
不
空
請

フ二

恵
林
法
師
ヲ

於
保
壽
寺
講

ニ一

表
ニ

曰
、
偏
ニ

幸
ニ

霑
ヘ
リ

二

天
澤

ニ一

」
と
し
て
、『
不
空
表
制
集
』
第
二
巻
「
請
惠
林
法
師
於
保
壽
寺
講
表
」
よ
り

引
い
て
い
る
。「
天
澤
」
は
仏
典
に
多
く
用
い
ら
れ
、
適
切
で
あ
ろ
う
。 
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「
霈
然
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
智
者
大
師
遣

ク
ル

二

晉
王

ニ一

書
ニ

曰
、
大
王
弘
慈
霈
然
タ
リ

」
と
し
て
い
る
。『
國
清
百
錄
』
卷
第
三
、「
遺
書
與
晉
王
第
六
十
五
」
よ
り
引
い
て
い
る
と

思
わ
れ
る
六
四

。 

 

「
侍
坐
奉
和
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
の
注
釈
は
無
い
。「
侍
坐
」
は
目
上
の
人
や
貴
人
に
は
べ
り
座
る
こ
と
で
あ
る
が
、
慣
用
さ
れ
て
い
て
、
運
敞
は
語
釈
の
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。『
儀
禮
』『
禮
記
』『
論
語
』
な
ど
多
く
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
爲
什
」
は
「
謂
ク

積
テ

爲
二

篇
什

ヲ一

」
と
し
、「
榮
ハ

榮
名
」
と
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
、
自
ら
の
注
釈
で
あ
ろ
う
。 

 

「
史
策
」
は
歴
史
の
記
録
の
事
で
あ
る
。『
便
蒙
』
は
「
盧
武
陽
北
齊
興
亡
論
ニ

曰
、
傳

へ二

之
ヲ

耆
舊

ニ一

載
ス二

於
史
策

ニ一

」
と
し
て
い
る
。「
盧
武
陽
北
齊
興
亡
論
」
は
『
日
本
國
見
在
書
目
録
』

に
は
著
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
漢
魏
六
朝
百
三
名
家
集
』
第
九
十
八
册
、「
盧
武
陽
集
一
卷 

」
六
五

に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
名
家
集
』
は
運
敞
の
一
世
代
前
の
明
の
張
溥
六
六

の
編

纂
で
あ
る
。
同
本
が
我
が
国
に
輸
入
さ
れ
、
運
敞
が
入
手
し
た
と
思
わ
れ
る
。
稀
覯
書
で
あ
り
、
空
海
が
存
知
し
て
い
た
可
能
性
が
低
い
。
杜
預
「
春
秋
左
氏
傳
序
」(

『
文
選
』
巻
四
十

五)

に
「
仲
尼
因
魯
史
策
書
成
文
、
考
其
真
偽
、
而
志
其
典
禮(

仲
尼
魯
史
の
策
書
の
成
文
に
因
り
、
其
の
真
偽
を
考
へ
、
其
の
典
禮
を
志し

る

し)

」
と
あ
り
、
空
海
が
参
照
し
た
可
能
性
が
あ

る
と
考
え
る
。 

 

「
絲
竹
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
禮
記
ニ

曰
、
絲
竹
ハ

樂
之
器
也
。
呉
越
春
秋
ニ

曰
聲
可
レ

託
ス二

於
絃
管

ニ一

、
名
可
レ

留
ム二

於
竹
帛

ニ一

。」
と
し
て
い
る
。『
禮
記
』「
樂
記
」
の
「
金
石
絲
竹
、

樂
之
器
也
」
と
『
呉
越
春
秋
』「
勾
践
伐
呉
外
傳
第
十
」
よ
り
引
い
て
い
る
。「
暉
榮
史
策
、
擧
音
絲
竹
」
は
成
果
を
上
げ
て
、
歴
史
に
名
を
刻
み
、
榮
名
を
世
に
轟
か
せ
て
く
だ
さ
い
と

國
道
を
励
ま
し
た
記
述
で
あ
る
。『
呉
越
春
秋
』
の
引
用
文
は
、
戦
勝
祝
の
席
で
の
文
章
で
あ
る
。
こ
の
引
用
文
の
前
の
「
功
可
象
於
圖
畫
、
德
可
刻
於
金
石
」
の
二
句
を
付
加
す
れ
ば
、

空
海
の
意
図
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

「
寮
族
知
舊
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
同

ス
ル
ヲ

レ 

官
ヲ

爲
レ

寮
ト

、
族
ハ

親
族
、
知
舊
ハ

知
音
故
舊
也
」
と
自
ら
の
注
釈
を
し
て
い
る
。 

 

「
貧
道
與
君
淡
交
玄
度
遠
公
也
。
緇
素
區
別
伴
佐
昆
季(

貧
道
と
君
と
は
淡
交
に
し
て
玄
度
遠
公
な
り
。
緇
素
の
區
別
あ
る
も
伴
佐
は
昆
季
な
り)

。」
は
國
道
と
空
海
自
身
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
許
詢
と
廬
山
の
慧
遠
を
挙
げ
、
利
害
関
係
に
捉
わ
れ
な
い
清
廉
な
交
際
で
あ
り
、
僧
俗
の
違
い
は
あ
る
が
、
お
互
い
の
祖
先
は
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
と
述
べ
る
。 

 

「
淡
交
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
荘
子
曰
、
君
子
之
交
リ
ハ

淡
フ
乄

若
シレ

水
ノ

、
小
人
之
交
ハ

甘
乄

如
レ

醴
ノ

。
君
子
ハ

淡
フ
乄

以
親
ミ

、
小
人
ハ

甘
乄

以
テ

絶
フ

。」
と
『
荘
子
』「
外
篇
山
木
第
二

十
」
よ
り
引
い
て
い
る
。
古
来
著
名
の
章
句
で
あ
る
。
空
海
も
当
然
、
存
知
し
て
い
る
。 

 

「
玄
度
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
蒙
求
舊
注
ニ

引
テ二

世
説

ヲ一

曰
、
許
詢
字
ハ

玄
度
、
好
ン
テ

遊
ビ二

山
澤

ニ一

、
…
有
二

濟
勝
之
具

へ一

。
詢
隱

ル二

永
興
ノ

幽
穴

ニ一

、
…
今
ノ

本
ニ

無
シレ

載
ル
事

。
又
舊
注
曰
劉

惔タ
ン

字
眞
長
…
玄
度
ハ

高
士
許
詢
也
」
と
し
て
、『
蒙
求
』
六
七

三
五
六
「
許
詢
勝
具
」
の
全
文
「
舊
注
ニ

引
テ二

世
説

ヲ一

曰
…
」
以
下
「
…
今
ノ

本
ニ

無
シレ

載
ル
事

。」
ま
で
を
引
き
、
次
に
『
蒙
求
』
五

二
六
「
眞
長
望
月
」
の
後
半
部
分
「
舊
注
曰
劉
惔
字
眞
長
…
玄
度
ハ

高
士
許
詢
也
」
を
引
い
て
い
る
。
長
文
な
の
で
途
中
の
『
便
蒙
』
の
記
述
を
省
い
た
。
こ
れ
ら
の
『
蒙
求
』
の
記
述

は
『
世
説
新
語
』
の
か
ら
の
転
載
で
あ
る
六
八

。 

 

空
海
が
「
玄
度
」
と
記
述
し
た
の
は
、『
世
説
新
語
』
六
九

を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
書
に
は
許
詢
の
行
状
が
二
十
か
所
に
渡
っ
て
記
載
さ
れ
、
許
詢
に
関
す
る
劉
峻
注
が
十
か

所
で
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
為
人
が
良
く
判
る
。『
日
本
國
見
在
書
目
録
』「
三
十
二
小
説
家
」
に
「
世
説
十
。
宋
臨
川
王
劉
義
慶
撰
。
劉
孝
標
注
」
と
著
録
さ
れ
て
い
る
。
許
詢
に
つ
い

て
、『
世
説
新
語
』
以
外
に
殆
ど
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
文
選
』
に
は
江
淹
「
雜
體
詩
」
第
十
九
句
「
許
徵
君(

自
序)
詢
」(
巻
三
十
一)

に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。『
蒙
求
』
は

61　空海漢詩文研究　「贈伴按察平章事赴陸府詩并序」の「序」に於ける『便蒙』の注釈の検討（中谷）
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『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
に
は
著
録
さ
れ
て
い
な
い
七
〇

。 

 
「
遠
公
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
盧
山
記
曰
、
遠
法
師
居

ル
事

二

盧
阜

ニ一

三
十
餘
年
、
影
不
レ

出
レ

山
ヲ

、
跡
不
レ

入
レ

俗
ニ

。
送

テレ

客
ヲ

過
レ
ハ

二

虎
溪

ヲ一

、
…
。
昔
陶
元
亮
居

リ二

栗
里

ニ一

山
南
ノ

陸
脩
靜

亦
有
道
之
士
ナ
リ

、
…
。
今
ノ

世
ニ

傳
二

三
笑
ノ

圖
ヲ一

。」
と
し
て
い
る
。
長
文
な
の
で
、
一
部
省
略
し
て
記
載
。
こ
の
全
文
を
『
盧
山
記
』
よ
り
の
引
用
と
し
て
い
る
が
、「
遠
法
師
居
盧
阜
三

十
餘
年
、
影
不
出
山
跡
不
入
俗
」
は
『
盧
山
記
』
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
七
一

。『
高
僧
傳
』
に
よ
く
似
た
記
述
が
あ
り
七
二

、
そ
の
後
の
慧
遠
の
伝
記
等
は
概
ね
こ
の
記
述
を
踏
襲
し
て
い

る
。
運
敞
は
引
用
書
を
記
載
す
る
事
を
省
略
し
、『
盧
山
記
』
の
引
用
文
に
此
の
部
分
を
付
加
し
た
と
思
わ
れ
る
。「
送
客
過
虎
溪
」
以
下
「
今
世
傳
三
笑
圖
」
ま
で
は
、『
盧
山
記
』
巻
一

「
敘
山
北
第
二
」
よ
り
引
用
し
て
い
る
が
、
正
確
に
引
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
不
要
と
考
え
た
語
句
な
ど
省
略
し
、
文
の
構
成
も
一
部
変
更
し
て
い
る
。
後
に
著
名
に
な
っ
た
「
三
笑

圖
」
の
説
話
の
部
分
を
記
述
し
て
い
る
。
一
々
の
異
同
の
指
摘
は
煩
雑
に
な
る
の
で
取
り
や
め
た
い
。 

 

空
海
は
國
道
と
の
利
害
関
係
の
な
い
交
際
を
、
玄
度
を
伴
國
道
に
、
遠
公
を
空
海
に
擬
し
て
表
現
し
て
い
る
。
玄
度
を
許
詢
七
三

と
し
、
遠
公
を
盧
山
の
慧
遠
七
四

と
す
る
の
は
、『
便
蒙
』

の
説
で
あ
る
。
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
両
者
は
東
晋
の
同
時
代
人
で
あ
る
が
、
二
人
が
交
友
し
て
い
た
事
は
『
世
説
新
語
』
な
ど
を
含
め
、
ど
こ
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
交
友
の

事
実
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
空
海
は
そ
れ
を
存
知
し
て
い
た
筈
で
何
故
こ
の
よ
う
な
表
現
と
な
っ
た
の
か
よ
く
判
ら
な
い
。
運
敞
も
疑
念
を
抱
い
た
の
か
、
以
下
の
よ
う
な
解
釈
を
し

て
、「
今
言
ハ

以
二

伴
公

ヲ一

比
ス
ル
時
ハ

二 
 

玄
度

ニ一

、
則
大
師
ハ

爲
リ二

眞
長
一

也
。
大
師
自ミ

比
二

遠
公

ニ一

、
則
伴
公
ハ

爲
ス二

陶
陸
一

也
。」
と
し
て
い
る
。
許
詢
と
劉
惔
七
五

は
親
友
で
あ
り
、「
三
笑
圖
」
は
慧
遠

と
陶
潜
と
陸
脩
靜
七
六

の
三
名
の
交
友
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
説
を
言
わ
ん
が
た
め
に
、
運
敞
は
先
に
『
蒙
求
』
と
『
盧
山
記
』
を
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
文
に
は
劉
惔
や

陶
・
陸
な
ど
を
示
唆
す
る
表
現
は
全
く
な
い
。
明
ら
か
に
、
運
敞
の
恣
意
的
な
解
釈
で
あ
る
。
空
海
の
意
図
に
疑
念
が
残
る
が
、
例
え
両
者
の
交
友
が
実
際
に
無
く
と
も
、
許
詢
の
恬
淡

で
清
廉
な
人
格
を
國
道
に
比
し
、
高
野
山
で
の
山
籠
を
希
求
す
る
空
海
自
身
を
山
籠
三
十
年
の
慧
遠
に
比
し
て
、
両
者
が
会
す
れ
ば
そ
れ
は
淡
交
そ
の
も
の
と
な
ろ
う
と
表
現
し
た
の
か

も
知
れ
な
い
。 

 

「
伴
佐
昆
季
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
伴
佐
昆
季
ト
ハ

言
ハ

大
師
ト

之
與
二

伴
公
一

、
雖

ト
モ

二

道
俗
方ミ

チ

異
ナ
リ
ト

一 

、
而
其
ノ

交
情
之
厚
、
互
相
ヒ
ニ

補
佐
乄

、
孔
懐
如
二

兄
弟

ノ一

。
昆
季
ハ

兄
弟
也
」
と

し
て
、『
千
字
文
』
四
五
「
孔
懐
兄
弟
」
七
七

を
記
述
し
て
、
自
身
の
注
釈
を
行
っ
て
い
る
。「
伴
」
は
大
伴
氏
族
で
は
な
く
、
國
道
個
人
を
指
し
、「
佐
」
は
佐
伯
氏
族
の
事
で
は
な
く
、

空
海
個
人
を
指
す
と
し
、
國
道
と
空
海
は
親
密
で
ま
る
で
兄
弟
同
然
で
あ
る
と
の
解
釈
で
あ
る
。
同
祖
と
は
言
っ
て
い
な
い
。 

 

更
に
「
昆
季
」
に
つ
い
て
、「
顔
氏
家
訓
曰
、
行
路
ニ

相
逢
テ

便
チ

定
ム二

昆
季

ヲ一

」
と
し
て
、『
顔
氏
家
訓
』「
風
操
篇
六
」
七
八

よ
り
ひ
い
て
、「
昆
季
」
の
用
例
と
し
て
い
る
。「
昆
季
」
は
漢

籍
に
用
例
の
少
な
い
語
句
で
、
仏
典
に
用
例
が
多
く
、
各
種
高
僧
傳
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
便
蒙
』
の
指
摘
は
漢
籍
の
用
例
と
し
て
適
切
で
あ
ろ
う
。 

 

「
伴
佐
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
或
ハ

疑
テ

謂
ク

伴
佐
ハ

大
伴
氏
ト

佐
伯
氏
ト
ナ
ラ
ン
カ

乎
、
佐
伯
氏
ハ

大
師
之
世
姓
也
、
若
シ

大
伴
佐
伯
兩
姓
之
先
キ

、
有

ン下

所
二

從
テ

出
一

同
者

ノ上

歟
。
因
テ

推シ

二

考ル

ニ

兩
家
之
原
始

ヲ一

、
而
未

タレ

得
二

其
ノ

説
ヲ一

」
と
し
て
、
大
伴
と
佐
伯
が
同
根
で
あ
る
証
左
が
不
明
で
あ
る
か
ら
、「
伴
佐
」
が
大
伴
氏
と
佐
伯
氏
を
意
味
し
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と

し
て
い
る
。 

 

『
新
撰
姓
氏
録
』
七
九

が
弘
仁
六
年
七
月
二
十
日
に
再
上
表
さ
れ
、
最
終
分
が
成
立
し
て
い
る
の
で
、
空
海
が
目
に
し
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
れ
を
典
拠
に
し
て
、「
伴
佐
昆
季
」
と
記

述
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
新
撰
姓
氏
録
』
第
十
二
巻
「
左
京
神
別
中
」
に
「
大
伴
宿
爾
：
高
皇
産
靈
尊
五
世
孫
、
…
雄
略
天
皇
御
世
、
以
二

入
部
靱
負
一

、
賜
二

大
連
公
一

。
奏
曰
、
衛
門

開
闔
之
務
、
於
レ

職
已
重
。
若
有
二

一
身
難
一
レ

堪
、
望
與
二

愚
児
語
一

、
相
伴
奉
レ

衛
二

左
右
一

。
有
レ

勅
依
レ

奏
。
是
大
伴
・
佐
伯
二
氏
、
掌
二

左
右
開
闔
一

之
縁
也
。 
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佐
伯
宿
爾
：
大
伴
宿
爾
同
祖
。
道
臣
命
七
世
孫
、
室
屋
大
連
公
之
後
也
。」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

系
図
で
見
る
と
室
屋
大
連
に
金
村
大
連
と
御
物
宿
爾
連
と
若
古
連
の
男
子
が
あ
り
、
金
村
が
大
伴
の
正
嫡
を
継
ぎ
、
御
物
が
佐
伯
宿
爾
の
初
祖
と
な
り
、
若
古
が
高
志
連
の
初
祖
と
な
っ

て
い
る
八
〇

。
こ
の
時
点
で
大
伴
と
佐
伯
の
祖
は
兄
弟
で
あ
る
。 

 

空
海
が
「
伴
佐
昆
季
」
と
記
述
し
た
の
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、『
便
蒙
』
が
拘
っ
た
の
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
記
載
の
佐
伯
氏
は
在
京
の
姓
が
宿
爾
の
一
族
で
あ
り
、
空
海
が
属
し
た

讃
岐
の
佐
伯
直
の
一
族
と
は
系
統
を
異
に
し
、
大
伴
氏
と
は
同
祖
で
は
な
い
事
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
八
一

。
空
海
自
身
は
在
京
の
佐
伯
宿
爾
一
族
と
同
族
で
あ
る
と
の
意
識
を
持
ち
、
青
年

時
に
佐
伯
今
毛
人
が
創
立
し
た
佐
伯
院
に
寄
宿
し
た
り
し
て
い
る
八
二

。
正
し
く
は
系
統
が
異
な
る
が
、
佐
伯
直
な
ど
、
地
方
豪
族
の
系
譜
は
、
当
時
は
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
在
京
の
同

名
の
佐
伯
氏
は
本
家
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
、
一
般
に
通
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

「
送
人
以
言
古
人
噵
之(

人
を
送
る
に
言
を
以
っ
て
す
る
は
古
人
之こ

れ

を
噵い

え
り)

。
三
軸
秘
録
、
一
篇
拙
詩
、
加
持
神
藥
、
以
充
別
後
之
思(

三
軸
の
秘
録
、
一
篇
の
拙
詩
、
加
持
の
神
藥
、

以
っ
て
別
後
の
思
に
充あ

つ)

。
人
至
乞
垂
撿(
人
至
ら
ば
乞
う
撿
を
垂
れ
よ)

。」
は
、
送
別
の
時
に
、
財
物
を
送
る
よ
り
、
言
葉
を
贈
る
方
が
相
応
し
い
。
そ
れ
で
、
三
軸
秘
録
と
自
身
の
送

別
の
詩
、
及
び
、
祈
祷
を
加
え
た
神
薬
を
送
り
ま
す
。
別
れ
た
後
の
糧
に
し
て
頂
き
た
い
。
使
い
に
持
た
せ
る
の
で
、
検
め
て
も
ら
い
た
い
と
述
べ
る
。 

 

「
送
人
以
言
古
人
噵
之
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
孔
子
家
語
ニ

、
老
子
送

テ二

孔
子

ヲ一

曰
、
吾
聞
ク

富
貴
ナ
ル

者
ハ

送
ル
ニ

レ

人
ニ

以
スレ

財
ヲ

、
仁
者
ハ

送
ニレ

人
ニ

以
スレ

言
ヲ

。
吾
レ

雖
レ

不
レ

能
レ

富
コ
ト

、
而

モ

竊ぬ
す

メ
リ

二

仁
者
之
號

ヲ一

、
請
フ

送
ル
ニ

レ

子
ヲ

以
セ
ン

レ

言
ヲ

乎
」
と
し
て
、『
孔
子
家
語
』
八
三

「
觀
周
第
十
一
」
を
引
い
て
い
る
。
適
切
で
あ
ろ
う
。
ほ
ぼ
同
文
が
『
史
記
』「
孔
子
世
家
第
十
七
」
に
記

述
さ
れ
て
お
り
、『
家
語
』
は
『
史
記
』
か
ら
の
転
載
と
思
わ
れ
る
が
、
空
海
が
参
照
し
た
の
は
、
ど
ち
ら
か
判
ら
な
い
。 

 

「
三
軸
秘
録
」
は
、『
便
蒙
』
は
「
不
レ

詳
セ二

其
ノ

何
ノ

書
ト
云
事
ヲ

一 
 

。
三
軸
録
ハ

古
人
之
言
、
一
篇
ノ.

詩
ハ

大
師
之
言
、
併
ヒ
ニ

所
ルレ

謂
送

ニレ

人
ニ

以
ス
ト
云

レ 

言
ヲ

者
ノ

也
」
と
し
て
、
三
軸
は
何
書
と
も
不

詳
で
あ
る
が
、
古
人
が
三
軸
を
送
り
、
そ
れ
に
対
し
空
海
が
一
篇
の
詩
を
贈
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
空
海
は
三
軸
秘
録
と
詩
と
神
薬
の
三
点
を
贈
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
他
本
の
注
釈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

Ａ
『
聞
書
』
八
四

…
三
軸
秘
録
ハ

者
三
略
者
ト

兵
書
也
、
自
筆
ニ

書
乄

詩
ニ

ソ
エ
テ
送
リ

給
歟
。 

Ｂ
『
緘
石
鈔
』
八
五

…
三
軸
秘
録
者
兵
書
ナ
リ

、
下
ノ

詩
云
六
韜
三
略
用
此
春
、
此
大
師
ヨ
リ

國
道
ヘ
ノ

餞
也
。 

Ｃ
『
集
鈔
』
八
六

…
三
軸
ト

者
兵
書
也
、
謂
ク

三
略
事
歟
、
有
二

三
巻
一

故
ニ

云
フ二

三
軸

ト一

。 

Ｄ
『
眞
別
聞
書
』
…
秘
録
者
東
方
朔
十
州
記
曰
、
武
帝
使
レ

秘
二

録
セ

餘
リ一

。
―
こ
の
引
用
文
は
現
存
『
十
州
記
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
が
、『
法
苑
珠
林
』
巻
第
三
十
六
「
華
香
篇
第
三
十

三
」
に
「
神
香
。
十
洲
記
曰
。
天
漢
三
年
…
…
帝
使
祕
錄
餘
後
一
旦
失
之
」
と
あ
り
、『
法
苑
珠
林
』
か
ら
の
又
引
き
と
思
わ
れ
る
。「
三
軸
」
の
注
釈
は
し
て
い
な
い
。 

Ｅ
『
講
義
』
八
七

…
「『
便
蒙
鈔
』
に
は
恐
ら
く
は
三
略
を
指
す
な
ら
ん
、
と
い
ふ
。
三
略
は
周
の
太
公
望
の
述
作
に
し
て
漢
の
張
良
の
黄
石
公
よ
り
授
か
り
し
と
い
う
兵
書
で
上
略
・
中

略
・
下
略
の
三
あ
り
。」
と
し
て
、
三
略
の
説
明
を
し
て
い
る
が
、『
便
蒙
』
と
同
じ
く
、
空
海
が
贈
っ
た
の
で
は
な
い
と
し
て
和
訳
で
は
「
昔
か
の
黄
石
公
は
張
良
に
三
略
の
秘
録
を
贈

り
し
と
い
ふ
が
、
今
自
分
は
左
様
な
立
派
な
も
の
で
は
な
く
、
つ
ま
ら
ぬ
詩
一
篇
を
贈
ら
ん
と
す
る
者
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。 

Ｆ
『
岩
波
版
』
八
八

…
三
略
、
三
巻
。
周
の
太
公
望
の
述
作
。
漢
の
張
良
が
黄
石
公
よ
り
授
か
っ
た
と
い
う
兵
書
。 

Ｇ
『
筑
摩
版
』
八
九

…
三
軸
の
秘
録 

前
漢
創
立
の
功
臣
張
良
が
、
秦
の
始
皇
帝
の
時
代
、
黄
石
公
か
ら
授
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
兵
法
書
、『
三
略
』
三
巻
の
事
。 

63　空海漢詩文研究　「贈伴按察平章事赴陸府詩并序」の「序」に於ける『便蒙』の注釈の検討（中谷）
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Ｈ
「
大
伴
宿
禰
國
道
伝
考
」
…
そ
し
て
國
道
に
空
海
は
、
詩
に
そ
え
て
「
三
軸
秘
録
」、
す
な
わ
ち
兵
法
書
『
三
略
』
三
巻
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。(

四
三
頁) 

 
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
全
て
の
注
釈
は
、「
三
軸
秘
録
」
は
兵
法
書
『
三
略
』
で
あ
る
と
し
て
い
る
。『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
に
「
黄
石
公
三
略
記
」
と
し
て
著
録
さ
れ
て
い
る
。

空
海
は
後
の
詩
の
第
十
八
句
で
「
六
韜
三
略
」
と
記
述
し
て
い
る
の
で
、
当
然
存
知
の
筈
で
あ
る
。
又
、
古
来
著
名
な
兵
法
書
「
六
韜
・
三
略
」
を
武
門
の
一
員
の
國
道
が
所
有
し
て
当

然
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
門
の
空
海
が
武
門
の
國
道
に
兵
法
書
を
贈
る
と
は
、
何
か
違
和
感
が
あ
る
。
蝦
夷
鎮
撫
の
為
に
役
立
つ
仏
法
の
効
能
を
記
し
た
秘
伝
の
書
か
も
知
れ
ず
、「
三
軸
秘

録
」
は
『
三
略
』
で
あ
る
と
断
言
で
き
な
い
と
考
え
る
。 

 

「
加
持
神
藥
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
注
釈
を
し
て
い
な
い
。「
神
薬
」
は
漢
籍
・
仏
典
共
に
多
数
の
用
例
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
効
能
の
高
い
薬
物
の
意
味
で
、
そ
れ
に
祈
祷
を
加
え

て
、
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
僧
侶
は
薬
物
の
知
識
が
豊
富
で
、
空
海
も
当
然
な
が
ら
、
豊
富
な
薬
物
の
知
識
を
生
か
し
、
他
の
人
々
に
も
施
薬
を
行
っ
て
い
る
。 

 

「
以
充
別
後
之
思
、
人
至
乞
垂
撿
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
秦
ノ

孝
王
與

ル二

智
者

ニ一

書
ニ

曰
、
奉
レ

施
沈
香
等
如
レ

別
、
至
ラ
ハ

願
ハ

檢
領
セ
ヨ

。」
と
し
て
い
る
。『
國
清
百
錄
』
卷
第
二
、

「
秦
孝
王
書
第
二
十
三(

凡
二
書)
」
よ
り
引
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
九
〇

。
読
め
ば
意
味
が
判
る
。
通
用
の
語
句
で
あ
る
。 

 

「
春
辭
秋
入
、
聖
君
之
明
詔(

春
辭
し
て
秋
入
る
は
、
聖
君
の
明
詔
な
り)

。
載
馳
載
驟
、
早
奏
邊
蜂
之
無
塵
。
云
尒(

載
す
な
わ

ち
馳は

せ
載
ち
驟は

し

ら
せ
、
早
く
邊
蜂
の
無
塵
を
奏
せ
よ
。
尒し

か

云
う)

。」

に
於
い
て
、
三
月
に
出
立
し
、
九
月
に
帰
京
す
る
と
記
述
し
て
い
る
事
九
一

は
、
淳
和
帝
は
蝦
夷
人
の
鎮
撫
に
、
期
限
を
区
切
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
先
に
見
て
き
た
如
く
地
震
等
災
害
が

頻
発
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
対
策
も
任
務
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
期
限
内
に
蝦
夷
人
の
不
穏
な
動
き
を
押
え
る
た
め
に
、
早
く
行
動
を
起
こ
し
、
成
果
を
上
げ
て
戻
り
、

天
皇
に
平
穏
に
な
っ
た
と
報
告
し
て
欲
し
い
と
述
べ
る
。
事
実
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
こ
の
間
の
正
史
が
逸
失
し
て
お
り
、
出
立
後
の
國
道
の
動
静
は
全
く
不
明
で
あ
る
。『
日
本
紀
略
』

天
長
五
年
十
一
月
十
二
日
の
条
に
、「
参
議
從
四
位
下
伴
宿
爾
國
道
卒
、
年
六
十
一
」
と
あ
り
、
期
限
内
に
帰
京
し
た
と
す
れ
ば
、
自
宅
で
逝
去
し
て
い
る
。 

 

「
春
辭
秋
入
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
春
辭
ハ

去
テ

辭
ス二

於
帝
闕

ヲ一

、
秋
入
ハ

還
テ

入
レ
ト

二

于
京
城

ニ一

也
。
鹽
鐡
論
曰
、
古
ハ

者
行
役
不
レ

踰
レ

時
ヲ

、
春
行
テ

秋
反
リ

、
秋
往
テ

春
來
ル

、
寒
暑
未

レ

變
、
衣
服
不

乄レ

易
へ

、
固
ニ

已
ニ

還
レ
リ

矣
」
と
し
て
、『
鹽
鐡
論
』
九
二

巻
七
「
執
務
第
三
十
九
」
よ
り
引
い
て
い
る
。『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
に
著
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
写
本
が
伝

存
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
注
釈
は
最
初
の
自
注
で
十
分
で
あ
る
。
運
敞
が
『
鹽
鐡
論
』
を
引
い
た
章
句
は
、
昔
、
善
政
が
行
わ
れ
て
い
た
時
は
、
兵
役
が
六
か
月
の
短
期
で
衣
服
も

替
え
る
必
要
が
な
く
、
民
が
幸
福
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。
同
じ
く
、
今
回
も
短
期
の
赴
任
で
あ
る
か
ら
、
帝
の
善
政
を
言
わ
ん
と
し
て
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

空
海
は
『
鹽
鐡
論
』
を
存
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
記
述
し
た
語
句
は
通
用
の
簡
易
な
語
句
で
あ
り
、
こ
の
引
用
文
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
余
分
の
注
釈

と
思
う
。 

 

「
聖
君
之
明
詔
」
に
つ
い
て
『
便
蒙
』
は
注
釈
を
し
て
い
な
い
。「
明
詔
」
は
詔
勅
を
下
し
た
か
ど
う
か
、
記
録
が
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
皇
帝
の
命
令
の
尊
称
で
あ
る
。『
史
記
』

『
漢
書
』『
後
漢
書
』
等
に
多
く
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
班
固
九
三
「
東
都
賦
」(

『
文
選
』
巻
一)
に
「
乃
申
舊
章
、
下
明
詔(

乃
ち
舊
章
を
申
べ
て
、
明
詔
を
下
す)

。」
と
用
い
ら
れ
て
お
り
、

空
海
が
念
頭
に
お
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
。 

 

「
載
馳
載
驟
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
毛
詩
曰
、
載
チ

馳
セ

載
チ

驅
ス

。
又
曰
、
駕

乄二

彼
ノ

四
駱

ニ一

、
載
チ

驟
ツ
イ
テ

駸
〃
タ
リ

。
説
文
ニ

曰
、
驟
ハ

馬
ノ

疾
歩
也
」
と
し
て
い
る
。『
毛
詩
』「
小

雅
、
鹿
鳴
之
什
、
皇
皇
者
華
」
第
二
章
～
五
章
と
「
小
雅
、
鹿
鳴
之
什
、
四
牡
」
第
五
章
よ
り
引
き
、「
驟
」
の
語
釈
に
『
説
文
解
字
』
巻
十
上
「
馬
部
」
か
ら
引
い
て
い
る
。
適
切
で
あ

ろ
う
。『
毛
詩
』「
皇
皇
者
華
」
の
毛
序
に
「
皇
皇
者
華
。
君
遣
使
臣
也
。
送
之
以
禮
樂
。
言
遠
而
有
光
華
也(

皇
皇
者
華
は
君
、
使
臣
を
遣
る
な
り
。
之
を
送
る
に
禮
樂
を
以
っ
て
す
。
遠
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く
し
て
光
華
有
る
を
言
う
な
り)

」
と
あ
り
、「
四
牡
」
の
毛
序
に
「
四
牡
、
勞
使
臣
之
來
也
。
有
功
而
見
知
則
說
矣(

四
牡
は
使
臣
の
來
る
を
勞
す
る
な
り
。
功
有
り
て
知
ら
る
れ
ば
則
ち

說
よ
ろ
こ

ぶ)
」
と
あ
る
。
空
海
は
『
毛
詩
』
を
典
故
に
使
う
事
で
、
そ
の
毛
序
の
意
味
の
使
臣
の
往
来
、
即
ち
國
道
の
陸
府
へ
の
往
来
「
春
辭
秋
入
」
に
適
応
し
た
表
現
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

「
邊
蜂
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
蜂
音
與
レ

烽
同
、
邊
烽
ハ

猶
レ

云
フ二

邊
方

ト一

、
邊
方
有

ハレ

警
則
擧
レ

烽
ヲ

也
」
と
し
て
い
る
。
音
通
し
て
「
蜂
」
→
「
烽
」
→
「
方
」
と
し
て
、「
邊
蜂
」

を
「
邊
方
」
辺
境
の
地
、
即
ち
陸
府
と
注
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
「
蜂
」
を
生
か
す
と
す
れ
ば
、「
蜂
」
は
「
蜂
起
」
の
略
と
考
え
れ
ば
、「
邊
の
蜂
起
」
と
な
る
。
運
敞
の
こ
の
注
釈
も

一
理
が
あ
り
、
空
海
が
ど
ち
ら
の
意
味
で
用
い
た
か
よ
く
判
ら
な
い
。 

 

「
無
塵
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
李
徳
林
爲

ニ二

周
帝

ノ一

求
ルレ

才
ヲ

詔
曰
、
今
四
海
寧
一
ニ
シ
テ

八
表
無

シレ

塵
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
文
は
「
李
懐
州
集
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
稀

覯
書
で
あ
り
、『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
に
著
録
さ
れ
て
い
な
い
。
空
海
が
目
に
し
た
と
は
考
え
難
い
。「
李
懐
州
集
」
九
四

は
前
述
し
た
『
漢
魏
六
朝
百
三
名
家
集
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
無
塵
」
は
兵
乱
・
災
害
が
な
く
平
穏
な
世
の
意
味
で
あ
る
。『
文
選
』
な
ど
に
も
用
例
が
あ
り
、
通
用
の
語
句
で
あ
る
。
何
故
、
運
敞
が
「
李
懐
州
集
」
か
ら
引
用
し
た
の
か
判
ら
な

い
。
こ
の
文
は
李
徳
林
が
北
朝
周
の
武
帝
の
為
に
詔
勅
を
代
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
明
詔
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
意
識
し
て
引
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

不
適
で
あ
る
と
考
え
る
。 

  
 
 
 
 

お
わ
り
に 

 

明
治
以
前
ま
で
の
我
が
国
に
お
け
る
著
作
等
に
対
す
る
注
釈
は
、
古
来
、
中
国
の
注
釈
を
模
範
と
し
て
、
例
え
ば
鄭
玄
「
毛
詩
箋
」
や
杜
預
「
左
伝
集
解
」
や
李
善
「
文
選
注
」
等
を

目
標
に
し
て
、
そ
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
。
中
国
の
注
釈
は
注
釈
対
象
の
経
典
や
作
品
の
評
価
を
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
語
釈
を
中
心
に
典
故
や
典
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
横
た
わ
る
膨
大
な
史
実
や
故
事
を
読
者
に
想
起
さ
せ
、
対
象
の
経
典
や
作
品
の
思
想
や
価
値
判
断
を
読
者
自
身
に
委
ね
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
読
者
の

十
全
な
学
識
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

運
敞
も
当
然
こ
の
注
釈
法
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
の
為
、
我
々
の
目
か
ら
見
て
、
不
必
要
と
思
わ
れ
る
通
用
の
語
句
ま
で
、
ほ
ぼ
原
文
の
全
文
の
語
句
の
注
釈
を
し
て
い
る
。
ま
た
、

人
物
の
注
釈
は
史
書
の
列
伝
を
引
き
、
長
文
に
渡
る
も
の
が
多
い
。
従
っ
て
、
分
量
が
多
く
、
冗
長
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
空
海
が
何
故
こ
の
よ
う
な
表
現
し
た
の
か
、

空
海
の
意
図
に
対
し
て
、
適
切
な
注
釈
を
し
て
い
る
事
も
多
く
、
運
敞
自
身
が
そ
の
事
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以
上
。 

                                        

         

 

一 
 

佐
伯
有
清
「
大
伴
宿
禰
國
道
伝
考
」(

『
成
城
文
芸
』
一
四
八
号
、
一
九
九
四
年
十
月
刊)

は
史
料
に
基
づ
い
た
國
道
の
唯
一
の
詳
細
な
伝
記
で
あ
る
。
以
降
、
國
道
の
事
歴
に
つ
い
て
常
に
参
照
し
て
い
る
。
同
論

文
に
従
い
、
國
道
の
簡
略
な
事
歴
を
述
べ
る
。
十
八
歳
の
時
、
父
継
人
の
事
件
に
縁
座
し
て
、
佐
渡
へ
配
流
さ
れ
、
二
十
年
後
の
三
十
八
歳
の
時
、
延
暦
二
十
四
年(

八
〇
五)

三
月
二
十
七
日
の
恩
赦
で
京
に
戻
る
。

翌
年
の
父
継
人
の
復
位
に
よ
っ
て
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
官
途
へ
の
道
が
開
く
。
そ
の
後
の
動
静
は
不
明
で
あ
る
が
、
史
料
に
初
め
て
記
録
さ
れ
る
の
は
、
弘
仁
二
年(

八
一
一)

正
月
十
一
日
に
陸
奥
少
掾
に
任
官

し
た
事
で
あ
る
。
天
長
五
年(

八
二
八)

二
月
八
日
、
陸
奥
・
出
羽
按
察
使
再
任
。
同
年
三
月
、
陸
府
に
赴
任
。
天
長
五
年
九
月
、
帰
京
。
同
年
十
一
月
十
二
日
、
死
去
。
年
壽
六
十
一
。 

二 
 

『
日
本
紀
略
』「
甲
寅
。
賜
二

鎮
東
按
察
使
伴
國
道
餞
一

。
有
二

御
製
一

。
賜
二

衣
被
及
雜
珍
玩
物
一

」(

『
國
史
大
系
』
十
巻
、
三
二
六
頁
。
吉
川
弘
文
館) 

三 
 

こ
の
作
品
の
実
際
の
制
作
日
は
前
述
の
「
大
伴
宿
禰
國
道
伝
考
」
の
四
四
頁
の
記
述
に
従
っ
て
い
る
。 

四 
 

『
性
靈
集
便
蒙
』
運
敞
撰
。
十
巻
。
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
撰
述
。（『
真
言
宗
全
書
』
第
四
十
二
巻
に
所
収
。
一
九
三
四
年
刊
真
言
宗
全
書
刊
行
會
）
―
本
論
で
は
『
便
蒙
』
と
表
記
す
る
。 
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五 

 

運
敞
の
事
歴
は
『
望
月
佛
教
大
辭
典
』
に
従
え
ば
、『
便
蒙
』
の
著
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
真
言
宗
智
山
派
の
高
僧
と
し
て
大
い
に
教
学
を
振
興
し
た
一
代
の
名
僧
で
あ
る
。
姓
は
藤
原
氏
、

字
は
元
春
、
号
は
泊
如
。
慶
長
十
九
年(

一
六
一
四)

、
大
阪
に
生
る
。
幼
に
し
て
父
を
亡
い
、
十
三
歳
、
神
泉
園
快
我
に
侍
し
、
十
六
歳
得
度
。
智
積
院
四
世
元
壽
に
師
事
。
寛
文
元
年(

一
六
六
一)

、
幕
命
に
よ

り
、
智
積
院
第
七
世
に
就
任
。
元
禄
六
年(

一
六
九
三)

九
月
十
日
、
寂
滅
。
年
寿
八
十
。
著
作
多
数
、
大
疏
第
三
重
啓
蒙
五
十
九
巻
、
釋
論
第
三
重
啓
蒙
四
十
一
巻
、
谷
響
集
二
十
巻
等
。 

六 
 

空
海
漢
詩
文
研
究 

「
贈
伴
按
察
平
章
事
赴
陸
府
詩
并
序
」
の
「
詩
」
に
於
け
る
『
便
蒙
』
の
注
釈
の
検
討
」
の
論
題
で
『
密
教
文
化
』
第
二
三
六
号
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。 

七 
 

『
職
原
抄
』
南
北
朝
、
暦
應
三
年(

一
三
四
〇)

成
立
。
上
下
二
巻
。『
便
蒙
』
の
引
用
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
陸
奥
出
羽
按
察
使
、
相
當
從
四
位
下
、
唐
名
都
護
。
近
代
納
言
以
上
兼
之
。
陸
奥
上
古
以
來
爲
邊
要
、

爲
其
國
境
廣
、
元
明
天
皇
和
同
五
年
九
月
分
置
出
羽
國
、
元
正
天
皇
養
老
二
年
置
按
察
使
令
監
察
兩
國
事
、
聖
武
天
皇
二
年
陸
奥
國
内
又
置
鎮
守
府
國
府
相
並
行
國
事
」(

『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
古
代
中
世

篇
』
第
六
巻
、
一
五
二
～
一
五
三
頁
、
汲
古
書
院
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
発
行) 

北
畠
親
房(

一
二
九
三
～
一
三
五
四) 

公
卿
、
南
朝
の
重
臣
、
累
進
し
て
從
一
位
准
后
。 

八 
 

李
善(

？
～
六
八
九)
初
唐
、
揚
州
江
都(

江
蘇
州)

の
人
。
字
は
不
詳
。 

九 
 

『
文
選
』
巻
二
十
九 

張
協
「
雜
詩
十
首
第
九
首
」「
雖
無
箕
畢
期
、
膚
寸
自
成
霖(

箕
畢

き
ひ
つ

の
期
無
し
と
雖
も
、
膚
寸
に
し
て
自
ら
霖
を
成
す)

。」
に
対
す
る
李
善
註
「
尚
書
曰
、
月
之
從
星
、
則
以
風
雨
。
孔
安
國
曰
、

月
經
于
箕
則
多
風
、
離
于
畢
則
多
雨
。
公
羊
傳
曰
、
觸
石
而
出
、
膚
寸
而
合
、
不
崇
朝
而
徧
天
下
者
、
唯
太
山
雲
也
。
何
休
曰
、
膚
寸
、
四
指
為
膚
。」
張
協(

二
五
五
？
～
三
一
〇
？)

六
朝
晋
、
安
平(

河
北
省)

の

人
。
字
は
景
陽
。
何
休(

一
二
九
～
一
八
一)

後
漢
、
任
城
樊(

山
東
省)

の
人
。
字
は
邵
公
。 

一
〇 

岩
本
憲
司
『
春
秋
公
羊
傳
何
休
解
詁
』(

汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
一
二
月
刊)

を
参
照
し
た
。 

一
一 

注
九
に
記
載
し
て
い
る
「
膚
寸
自
成
霖
」
は
、
網
祐
次
『
文
選
』(

『
新
釈
漢
文
大
系
』
１
５
、
六
二
四
頁
、
明
治
書
院)

の
和
訳
に
依
れ
ば
「
小
さ
な
ち
ぎ
れ
雲
が
集
合
し
て
、
お
の
ず
か
ら
長
雨
に
な
っ
た
」
で

あ
る
。 

一
二 

読
み
下
し
は
今
井
宇
三
郎
『
易
経
』(

『
新
釈
漢
文
大
系
』
２
４
、
九
一
四
頁)

に
依
る
。 

一
三 

杜
預(

二
二
二
～
二
八
四)

六
朝
晋
、
京
兆
杜
陵(
陝
西
省)
の
人
。
字
は
元
凱
。 

一
四 

『
山
海
經
』
本
文
は
「
毛
民
之
國
在
二

其
北
一

、
爲
レ

人
身
生
レ

毛
。」
で
あ
り
、
そ
の
郭
璞
注
に
「
今
去
臨
海
郡
東
南
二
千
里
有
毛
人
。
在
大
海
洲
島
。
爲
人
短
小
而
體
盡
有
毛
如
猪
、
…
」
と
記
述
し
て
い
る
。
前
野

直
彬
『
山
海
経
・
列
仙
伝
』(

『
全
釈
漢
文
大
系
』
３
３
、
集
英
社
、
昭
和
五
十
年
初
版) 

を
参
照
。
郭
璞(

二
七
六
～
三
二
四)

六
朝
晋
、
聞
喜(

山
西
省)

の
人
。
字
は
景
純
。 

一
五 

『
通
典
』
二
百
巻
。
現
存
の
「
国
立
図
書
館
蔵
明
刊
本
影
印
」
を
参
照
。
杜
佑(

七
三
三
～
八
一
二) 

中
唐
、
京
兆
萬
年(

陝
西
省)

の
人
。
字
は
君
卿
。 

一
六 

『
尚
書
』「
周
書
、
顧
命
」
の
こ
の
一
文
は
康
王
の
即
位
の
禮
の
設
営
の
記
事
で
あ
る
。 

一
七 

「
釋
詁
」
は
『
爾
雅
』
の
第
一
篇
の
篇
名
で
あ
る
。
そ
の
第
八
十
二
項
が
「
疆
界
邊
衛
圉
垂
也
」
で
あ
る
。 

一
八 

「
正
義
曰
、
釋
詁
云
疆
界
邊
衛
圉
垂
也
、
則
垂
是
遠
外
之
名
。
此
經
所
言
、
冕
則
在
堂
上
、
弁
則
在
堂
下
、
此
二
人
服
冕
、
知
在
堂
上
也
、
堂
上
而
言
東
垂
西
垂
、
知
在
堂
上
之
遠
地
、
當
於
序
外
、
東
廂
西
廂
、

必
有
階
上
堂
、
知
此
立
于
東
西
堂
之
階
上
也
」。
冕
、
弁
、
知
は
即
位
式
に
お
け
る
大
夫
の
役
割
の
名
称
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
。「
正
義
曰
」
以
下
の
文
は
唐
、
孔
頴
達
の
注
釈
で
あ
る
。
小
野
沢
精
一
『
書
經
』

(

『
新
釈
漢
文
大
系
』
２
６
、
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
八
年
九
月
発
行)

を
参
照
。
孔
頴
達(

五
七
四
～
六
四
八)

初
唐
、
冀
州
衡
水
の
人
。
字
は
仲
達
。 

一
九 

陸
機(

二
六
一
～
三
〇
三) 

六
朝
晉
、
呉
郡
華
亭(

江
蘇
省)

の
人
。
字
は
士
衡
。 

二
〇 

曹
植(

一
九
二
～
二
三
二) 

三
国
魏
、
沛
國
譙(

安
徽
省)

の
人
。
字
は
子
建
。
魏
武
帝(
曹
操)
の
第
三
子
。
陳
思
王
。 

二
一 

張
銑(

生
没
年
不
詳)

唐
、
出
身
地
不
詳
。『
文
選
』
五
臣
注
の
一
人
、
呂
尚
・
延
濟
・
劉
良
・
李
周
翰
。
開
元
六
年(

七
一
八)

五
臣
注
成
立
。 

二
二 

例
え
ば
『
春
秋
左
氏
傳
』「
文
公
元
年
」
の
「
傳
」
の
記
事
に
「
且
是
人
也
、
蜂
目
而
豺
聲
、
忍
人
也
」
と
凶
悪
な
人
相
に
喩
え
て
い
る
。 

二
三 

「
大
寶
箴
」
は
『
古
文
真
寶
』「
後
集
巻
之
五
」
に
所
載
さ
れ
て
い
る
。
張
薀
古(

？
～
六
三
一)

初
唐
、
洹
水(
河
北
省)

の
人
。
字
は
不
詳
。
唐
太
宗
の
時
代
・
大
理
丞
、
太
宗
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
る
。『
古
文
真
寶
』

宋
末
元
初
頃
成
立
、
撰
者
不
詳
。 

二
四 

運
敞
は
前
述
の
如
く
『
十
三
經
注
疏
』
の
『
爾
雅
』
か
ら
引
い
て
い
る
。
邢
昺(

九
三
二
～
一
〇
一
二)

宋
、
曹
州
濟
陰(

山
東
省)

の
人
。
字
は
淑
明
。 

二
五 

孟
子
の
こ
の
章
句
は
春
秋
時
代
の
諸
侯
同
士
が
義
の
な
い
、
罪
悪
の
戦
い
を
互
い
に
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
、
王
が
諸
侯
の
不
正
を
正
す
た
め
に
伐
つ
の
が
唯
一
の
正
し
い
義
に
適
っ
た
戦
い
を
征
と
し

た
の
で
あ
る
。
内
野
熊
一
郎
『
孟
子
』(

『
新
釈
漢
文
大
系
』
４
、
四
八
四
頁)

参
照
。 

二
六 

宝
賀
寿
男
編
『
古
代
氏
族
系
譜
集
成
』
中
巻
、
第
四
節
、
八
一
六
頁
、
参
照
。
古
代
氏
族
研
究
会
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
十
五
日
発
行
。 

二
七 

『
職
原
抄
』
下
巻
の
「
鎮
守
府
」
の
項
目
の
最
初
に
「
将
軍
一
人
、
相
當
從
五
位
上
。」
と
有
り
、
以
降
の
説
明
文
中
の
一
部
を
引
用
し
て
い
る
。 
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二
八 
以
降
の
記
述
に
お
け
る
延
暦
期
の
征
夷
の
状
況
等
は
鈴
木
拓
也
「
桓
武
朝
の
征
夷
と
造
都
に
関
す
る
試
論
」(

『
近
畿
大
学
文
芸
学
部
論
集
』
第
十
三
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月)

を
参
照
し
て
い
る
。 

二
九 
『
續
日
本
紀
』
延
暦
七
年
十
二
月
庚
辰
七
日
の
条
に
征
東
大
使
紀
朝
臣
古
佐
美
が
節
刀
を
受
け
、
出
立
。
翌
延
暦
八
年
三
月
辛
亥
九
日
の
条
に
諸
国
軍
が
陸
奥
多
賀
城
に
会
し
、
賊
地
に
向
け
て
進
発
。
五
月
中
旬
、

戦
闘
開
始
。
延
暦
八
年
六
月
甲
戊
三
日
の
条
で
、
戦
死
・
溺
死
等
約
千
六
〇
人
、
戦
傷
者
二
百
四
十
五
人
等
だ
し
て
撤
退
し
た
と
の
敗
戦
報
告
を
出
し
て
い
る
。 

三
〇 

『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
三
年(

七
九
四)

正
月
乙
亥
朔
の
条
「
賜
二

征
夷
大
将
軍
大
伴
弟
麿
節
刀
一

」 

三
一 

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
五
月
壬
子
十
九
日
の
条
「
勅
二

征
夷
将
軍
正
四
位
上
兼
陸
奥
出
羽
按
察
使
文
室
朝
臣
綿
麻
呂
等
一

曰
、
…
又
撿
二

去
延
暦
十
三
年
例
一

、
征
軍
十
萬
、
軍
監
十
六
人
・
軍
曹
五
十
八
人
。
廿
年
、

征
軍
四
萬
、
軍
監
五
人
・
軍
曹
三
十
二
人
。
…
」。
樋
口
知
志
「
延
暦
八
年
の
征
夷
」(

『
古
代
蝦
夷
と
律
令
国
家
』
蝦
夷
研
究
会
、
高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
九
月
一
五
日
発
行)

を
参
照
。 

三
二 

『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
三
年
十
月
丁
卯
二
十
八
日
の
条
「
征
夷
大
将
軍
大
伴
弟
麻
呂
奏
、
斬
首
四
百
五
十
七
級
、
捕
虜
百
五
十
人
、
獲
馬
八
十
五
疋
、
燒
落
七
十
五
處
」
と
、
現
地
か
ら
戦
勝
報
告
を
し
て
い
る
。

こ
の
戦
勝
報
告
を
機
会
に
し
て
、
平
安
遷
都
の
「
遷
都
詔
」
を
発
し
て
い
る
。 

三
三 

『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
四
年(
七
九
五)

正
月
戊
戌
二
十
九
日
の
条
「
征
夷
大
将
軍
大
伴
弟
麻
呂
朝
見
、
進
二

節
刀
一

」。 

三
四 

「
今
上
」
に
つ
い
て
、『
便
蒙
』
は
「
淳
和
帝
也
」
と
し
て
い
る
。
本
作
品
は
先
に
検
討
し
た
如
く
、
天
長
五
年
の
三
月
頃
に
制
作
さ
れ
た
の
で
、
淳
和
帝
で
あ
る
。
岩
波
版
『
三
教
指
歸
・
性
靈
集
』
と
筑
摩
版
『
弘

法
大
師
空
海
全
集
』
は
「
嵯
峨
帝
」
と
し
て
い
る
が
明
ら
か
に
間
違
い
で
あ
る
。 

三
五 

嚴
遵(

生
没
年
不
詳)

前
漢
、
成
都(
四
川
省)
の
人
。
字
は
君
平
。
一
説
に
前
漢
末
の
Ｂ
Ｃ
八
六
～
八
〇
年
生
ま
れ
、
Ａ
Ｃ
一
〇
前
後
に
卒
と
さ
れ
て
い
る
。 

三
六 

村
田
進
「
嚴
遵
撰
『
老
子
指
歸
』
の
真
偽
に
つ
い
て
」(

『
学
林
』
第
四
十
二
号
、
二
〇
〇
五)

を
参
照
。 

三
七 

完
本
と
し
て
、『
隋
書
』
に
「
老
子
指
歸
十
一
巻
」、『
新
唐
書
』
に
「
嚴
遵
指
歸
十
四
巻
」、『
宋
史
』
に
「
嚴
遵
老
子
指
歸
十
三
巻
」
等
と
著
録
さ
れ
て
い
る
。
現
存
本
は
六
巻
本
系
統
と
七
巻
本
系
統
本
が
あ
る
。

題
辞
は
『
老
子
指
歸
』
以
外
に
『
道
徳
真
經
指
歸
』『
道
徳
指
歸
』『
道
徳
指
歸
論
』
等
が
あ
る
。
我
が
国
の
現
存
本
は
『
道
徳
指
歸
論
』
六
巻(

明
刊
本
《
津
逮
秘
書
》
零
本)

。
元
江
戸
時
代
林
大
學
頭
家
蔵
、
内

閣
文
庫
蔵
本
で
あ
る
。(

嚴
紹
璗
編
『
日
蔵
漢
籍
善
本
書
禄
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
三
月)

。
以
降
の
『
老
子
指
歸
』
に
関
す
る
記
述
は
、
①
武
田
秀
夫
「
嚴
遵
『
道
徳
真
経
指
帰
』
の
思
想
一
班
」(

『
追
手
門

学
院
大
学
文
学
部
東
洋
文
化
学
科
年
報
』
六
・
一
九
九
一
年)
。
②
高
橋
睦
美
「『
老
子
指
帰
』
の
思
想
に
つ
い
て
」(

『
集
刊
東
洋
学
』
九
七
、
二
〇
〇
七
年
。
中
国
文
史
哲
研
究
会
。
東
北
大
学
文
学
部)

。
③
高

橋
睦
美
「『
老
子
指
帰
』
思
想
再
考
―
後
漢
期
の
生
成
論
と
の
比
較
か
ら
―
」(

『
集
刊
東
洋
学
』
一
〇
四
、
二
〇
一
〇
年
。
中
国
文
史
哲
研
究
会
。
東
北
大
学
文
学
部)

。
を
参
照
し
て
い
る
。 

三
八 

王
德
有
譯
注
『
老
子
指
歸
』
巻
之
四
「
含
德
之
厚
篇
」
に
「
故
能
被
道
含
德
與
天
地
同
則
」(

一
六
二
頁)

と
及
び
同
書
巻
之
五
「
爲
無
爲
篇
」
に
「
德
與
天
地
相
參
、
明
與
日
月
同
光
」(

二
二
九
頁)

と
同
趣
旨
の
章

句
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、『
便
蒙
』
の
引
い
た
文
と
は
全
同
で
は
な
く
、
完
本
の
『
老
子
指
歸
』
の
前
半
部
に
記
述
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

三
九 

『
性
靈
集
聞
書
』
選
者
不
詳
・
六
冊
。
綴
葉
装
。
第
一
冊
・
序
。
第
二
冊
・
巻
一
巻
二
。
第
三
冊
・
巻
三
巻
四
。
第
四
冊
・
巻
五
巻
六
。
第
五
冊
・
巻
八
。
第
六
冊
・
巻
九
巻
十
。
高
野
山
真
別
処
円
通
律
寺
蔵
。

現
物
は
高
野
山
大
学
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
あ
る
。
―
本
論
で
は
『
真
別
聞
書
』
と
表
記
す
る
。
東
寺
・
観
智
院
本
『
性
靈
集
聞
書
』
と
全
く
異
な
る
内
容
で
あ
る
。
新
義
真
言
の

持
明
院
眞
譽(

一
〇
六
九
～
一
一
三
七)

か
ら
の
口
伝
伝
承
を
最
後
は
隆
光(

一
六
五
九
～
一
七
二
四)

談
を
付
加
し
て
江
戸
中
期
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
。『
便
蒙
』
を
隨
所
に
引
き
論
評
し
て
い
る
。 

四
〇 

『
真
別
聞
書
』
は
「
乾
坤
者
鈔
ノ

摂
引
ハ

迂
也
。
文
選
第
十
、
五
丁
、
征
西
賦
曰
、
皇
德
合カ

ナ
ヘ
リ

二

乾
坤

ニ一

。
注
ニ

善
曰
、
乾
坤
ハ

天
地
ナ
リ

」
と
し
て
い
る
。
語
釈
と
し
て
適
切
で
あ
ろ
う
。 

四
一 

『
便
蒙
』
に
「
鳳
凰
ハ

見
ヘ
タ
リ

二 

第
一
巻

ニ一

」
と
あ
り
、
巻
一
「
遊
山
慕
仙
詩
」
の
第
五
十
九
句
「
鸞
鳳
梧
桐
集
」
の
「
鳳
」
の
注
釈
に
「
格
物
論
曰
」
と
し
て
、
形
状
等
詳
し
い
引
用
を
し
て
い
る
。
本
文
の
「
鳳
…
非

レ
ハ

二

梧
桐

ニ一

不
レ

栖
マ

…
」
の
記
述
は
そ
の
引
用
文
の
一
部
で
あ
る
。 

四
二 

『
格
物
論
』
は
唐
代
に
成
立
し
た
博
物
論
と
さ
れ
て
い
る
が
、
散
逸
し
、
撰
者
・
体
裁
等
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
も
知
見
の
限
り
で
は
、
我
が
国
に

将
来
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
。『
本
草
綱
目
』
に
二
か
所
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
格
物
論
』
が
存
在
し
た
事
は
確
実
で
あ
る
。
事
物
の
伝
承
な
ど
も
れ
な
く
ま
と
め
て
記
述
し
て
い
る
が
、『
本
草
綱
目
』
で
は
、

「
麒
麟
」
の
項
目
が
無
く
、「
鳳
凰
」
は
『
韓
詩
外
傳
』
を
引
用
し
て
い
る
。
又
、
膨
大
な
引
用
で
知
ら
れ
る
『
太
平
御
覧
』
の
「
麒
麟
」(

巻
八
八
九)

と
「
鳳
」(

巻
九
一
五)

に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

運
敞
は
何
か
の
漢
籍
か
ら
又
引
き
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
知
見
の
限
り
、
そ
れ
が
何
か
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。 

四
三 

陸
機
『
毛
詩
草
木
鳥
獸
蟲
魚
疏
』(

「
叢
書
集
成
初
編
」
中
華
書
局
出
版
、
一
九
八
五
年
発
行)

。 

四
四 

『
帝
王
世
紀
』(

「
叢
書
集
成
初
編
」
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
年
発
行) 

皇
甫
謐(

二
一
五
～
二
八
二)

晋
・
安
定
朝
那(
甘
粛
省)

の
人
。
字
は
士
安
。 

四
五 

鄭
玄(

一
二
七
～
二
〇
〇) 

後
漢
、
高
密(

山
東
省)

の
人
。
字
は
康
成
。 

四
六 

應
劭(

生
没
年
不
詳)

前
漢
末
、
汝
南
南
邨(

河
南
省)

の
人
。
字
は
仲
遠
。 

四
七 

『
釋
名
』
八
巻
、
訓
古
字
書
。
二
十
七
類
に
分
類
。
劉
煕(

生
没
年
不
詳)

後
漢
・
北
海(

山
東
省)

の
人
。
字
は
成
國 

四
八 

崔
豹
撰
『
古
今
注
』
上
中
下
三
巻
、
考
証
書
、
商
務
印
書
館
出
版
一
九
五
六
年
四
月
重
版
。
崔
豹(

生
没
年
不
詳)

六
朝
晋
・
出
身
地
不
詳
。
字
は
正
熊
。 

67　空海漢詩文研究　「贈伴按察平章事赴陸府詩并序」の「序」に於ける『便蒙』の注釈の検討（中谷）



18 
                                         

 
四
九 

盧
諶(

二
八
四
～
三
五
〇)

六
朝
晋
・
范
陽
涿(

河
北
省)

の
人
。
字
は
子
諒
。 

劉
琨(

二
七
一
～
三
一
八)

六
朝
晋
・
中
山
魏
昌(

河
北
省)

の
人
。
字
は
越
石
。 

五
〇 
任
昉(

四
六
〇
～
五
〇
八) 

六
朝
齊
、
樂
安
博
昌(

山
東
省)

の
人
。
字
は
彦
昇
。
王
儉(

四
五
二
～
四
八
九) 

六
朝
齊
、
瑯
邪
臨
沂(

山
東
省)

の
人
。
字
は
仲
寶
。
諱
は
文
憲
。 

五
一 
李
周
翰(

生
没
年
不
詳) 

出
身
地
・
字
な
ど
全
て
不
詳
。『
文
選
』
五
臣
注
の
一
人
。 

五
二 

禰
衡(
一
七
三
～
一
九
八) 

後
漢
末
、
平
原
般(

山
東
省)

の
人
。
字
は
正
平
。 

五
三 

薛
綜(
？
～
二
四
三) 

六
朝
呉
、
豫
洲
沛
郡
竹
邑(

安
徽
省)

の
人
。
字
は
敬
文
。 

五
四 

張
衡(

七
八
～
一
三
九
）
後
漢
、
南
陽
郡
西
鄂
県
（
河
南
省
）
の
人
。
字
は
平
子
。 

五
五 

漢
籍
に
は
殆
ど
見
当
た
ら
な
い
。
仏
典
に
は
『
弘
明
集
』『
北
山
録
』
な
ど
に
は
、「
納
隍
之
酷
」
と
用
い
ら
れ
、『
廣
弘
明
集
』
に
は
「
納
隍
之
仁
」
等
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
空
海
が
参
照
し
た
可
能
性
が
あ
る

義
浄
撰
『
南
海
寄
歸
內
法
傳
』
序
に
は
「
皇
上
則
恩
育
兆
庶
、
納
隍
軫
慮
於
明
發
。」
と
あ
る
。
兆
庶
は
人
民
、
明
發
は
宵
か
ら
明
け
方
ま
で
。
義
浄(

六
三
五
～
七
一
三)

盛
唐
、
齊
州(

山
東
省)

の
人
。
姓
は
張
。

字
は
文
明
。 

五
六 

王
逸(

生
没
年
不
詳) 

後
漢
、
宜
城(

湖
北
省)

の
人
。
字
は
叔
師
。
永
建
元
年(

一
二
六) 

年
頃
在
世
。『
楚
辞
章
句
』
は
最
も
早
い
、
基
本
的
な
注
釈
で
あ
る
。 

五
七 

①
『
不
空
表
制
集
』
巻
三
「
恩
賜
白
素
謝
表
一
首(

并
答)

」「
…
大
曆
九
年
五
月
五
日 

 

沙
門
特
進
試
鴻
臚
卿
大
廣
智
不
空
表
上
」
に
対
す
る
、
代
宗
の
答
書
に
「
寶
應
元
聖
文
武
皇
帝
批 

和
上
道
行
圓
明
。
慈

悲
普
洽
。
少
嬰
常
疾
。
軫
慮
殊
深
。
節
物
所
霑
。
勞
此
申
謝
也
。」
②
巻
五
「
賀
春
雪
表
一
首
」「
…
。
大
曆
十
三
年
正
月
十
七
日
。 

大
興
善
寺
沙
門
惠
朗
等
上
表
」
に
対
す
る
、
代
宗
の
答
書
に
「
寶
應
元
聖
文

武
皇
帝
答
曰
。
頃
以
時
當
發
生
自
冬
無
雪
。
朕
情
深
望
歲
軫
慮
愆
陽
。
師
祈
禱
精
誠
。
膏
澤
普
霑
。
至
誠
所
感
。
當
用
慰
焉
。
所
賀
知
。」
と
あ
る
。 

五
八 

『
全
唐
詩
』
で
は
、
盧
照
鄰(

六
三
七
？
～
六
八
九)

「
文
翁
講
堂
」
が
最
初
の
詩
で
あ
る
。
以
降
、
王
維
と
杜
甫
、
李
夷
簡
、
權
德
輿
、
元
稹
等
中
唐
の
詩
人
は
八
名
を
数
え
る
。
中
で
も
、
杜
甫
は
「
八
哀
詩
贈
左

僕
射
鄭
國
公
嚴
公
武
」
等
四
首
を
制
作
し
て
い
る
。
以
降
の
唐
末
ま
で
、
皎
然
、
貫
休
等
二
〇
数
名
が
記
述
し
て
い
る
。
煩
雑
な
の
で
詳
細
は
省
略
す
る
。 

五
九 

顔
延
之
「
陽
給
事
誄
幷
序
」
の
序
に
「
瓚
少
稟
志
節
、
資
性
忠
果
」
と
あ
る
。「
忠
果
」
は
忠
義
で
果
敢
な
事
。
五
臣
の
張
銑
の
注
は
「
果
は
烈
也
」
と
あ
る
。
顔
延
之(

三
四
八
～
四
五
六) 

六
朝
宋
、
臨
沂(

山

東
省)

の
人
。
字
は
延
年
。 

六
〇 

左
思(

二
五
〇
？
～
三
〇
五
？) 

六
朝
晋
、
臨
淄(

山
東
省)
の
人
。
字
は
太
仲
。 

六
一 

『
劉
子
』
撰
者
不
詳
。
六
朝
宋
か
ら
隋
末
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
近
来
で
は
劉
畫(

生
没
年
不
詳
、
北
齊
、
渤
海
阜
城
の
人)

の
撰
と
す
る
の
が
有
力
。『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
に
著
録
。「
劉
子
十
、
五
、

三
」
の
三
本
。
現
存
の
和
刻
本
は
劉
勰
撰
と
し
た
五
巻
本
が
あ
る(
長
澤
規
矩
也
編
『
和
刻
本
諸
子
体
成
』
第
六
輯)

。
筆
者
は
傅
亞
庶
撰
『
劉
子
校
釋
』(

中
華
書
局
、
一
九
九
八
年)

を
参
照
、
確
認
し
た
。 

六
二 

裴
駰(

生
没
年
不
詳) 

六
朝
宋
、
河
東
聞
喜(

山
西
省)

の
人
。
字
は
龍
駒
。
司
馬
貞(

生
没
年
不
詳) 

初
唐
？
河
内(

河
南
省)

の
人
。
字
は
子
正
。
張
守
節(

生
没
年
不
詳) 

盛
唐
？
出
身
地
等
全
て
不
詳
。 

六
三 

韋
孟(

Ｂ
Ｃ
二
二
八
～
一
五
六) 

前
漢
、
彭
城
徐
州(

江
蘇
省)

の
人
。
字
は
不
明
。 

六
四 

『
國
清
百
錄
』
卷
第
三
、「
遺
書
與
晉
王
第
六
十
五
」(

『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
四
十
六
巻
№
一
九
三
四)

に
「
大
王
弘
慈
霈
然
垂
許
」
と
あ
る
。 

六
五 

盧
思
道
（
五
三
一
年
？
～ 

五
八
二
年
？
）
隋
、
范
陽
（
現
河
北
省
）
の
人
。
字
は
子
行
。
北
朝
末
を
代
表
す
る
文
学
者
の
一
人
。
武
陽
太
守
で
あ
っ
た
為
、
集
の
名
と
す
る
。 

六
六 

『
漢
魏
六
朝
百
三
名
家
集
』
張
溥
編
。
百
十
八
巻
。
成
立
一
六
二
八
～
一
六
四
三
。
張
溥(
一
六
〇
二
～
四
一) 

明
末
、
太
倉(

江
蘇
省)

の
人
。
字
は
天
如
。 

六
七 

『
蒙
求
』
唐
李
瀚
撰
。
三
巻
。
成
立
年
不
詳
―
天
寶
五
年(

七
四
六)

よ
り
以
前
の
数
年
の
間
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
上
代
か
ら
南
北
朝
ま
で
の
古
人
の
有
名
な
言
行
を
記
載
。
題
目
を
四
字
成
語
に
し
て
、
児
童
に
記

憶
し
易
く
し
て
い
る
。
李
瀚(

生
没
年
不
詳) 

盛
唐
、
趙
州
賛
皇(

河
北
省)

の
人
。
皇
族
。
字
は
不
詳
。
玄
宗
か
ら
粛
宗
に
か
け
て
在
世
。 

六
八 

『
蒙
求
』
三
五
六
「
許
詢
勝
具
」
の
後
半
部
は
『
世
説
新
語
』
棲
逸
第
十
八
、
十
三
条
と
ほ
ぼ
同
文
。
前
半
部
分
は
同
十
六
条
と
ほ
ぼ
同
文
。 

六
九 

『
世
説
新
語
』
劉
義
慶
撰
。
巻
数
は
二
巻
か
ら
十
一
巻
ま
で
異
同
が
あ
り
、
篇
数
も
三
十
六
・
三
十
八
・
三
十
九
と
異
同
が
あ
る
。『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
で
は
十
巻
で
あ
る
。
後
漢
か
ら
六
朝
東
晋
ま
で
の
佳
話
・
佚

事
を
蒐
集
し
て
い
る
。
劉
峻
の
注
が
早
く
か
ら
付
さ
れ
て
い
る
。
劉
義
慶(

四
〇
三
～
四
四
四) 

六
朝
宋
、
宋
の
高
祖
劉
裕
の
甥
。
劉
峻(

四
六
二
～
五
二
一) 

六
朝
梁
、
平
原(

山
東
省)

の
人
。
字
は
孝
標
。 

七
〇 

『
蒙
求
』
の
我
が
国
へ
の
伝
来
は
早
川
光
三
郎
訳
注
『
蒙
求
』(

『
新
釈
漢
文
大
系
』
五
八
、
明
治
書
院)

の
「
解
説
」
に
よ
れ
ば
、『
三
代
実
録
』
陽
成
天
皇
元
慶
二
年(

八
七
八)

二
十
五
日
の
条
に
「
皇
弟
貞
保
親
王

於
披
香
舎
始
讀
蒙
求
」
の
記
事
が
あ
り
、「
恐
ら
く
こ
の
年
に
近
い
時
期
の
遣
唐
使
が
舶
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
空
海
在
唐
時
に
は
同
書
が
流
布
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
空

海
の
没
後
に
将
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
空
海
が
『
蒙
求
』
を
参
照
し
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
る
。 

七
一 

『
盧
山
記
』
卷
第
三
「
十
八
賢
傳
第
五
、
社
主
遠
法
師
」
に
「
凡
居
山
三
十
年
。
影
迹
不
至
塵
俗
。
每
送
客
以
虎
溪
為
界
」
と
あ
る
が
、『
便
蒙
』
の
記
述
と
は
異
な
る
。 

七
二 

『
高
僧
傳
』
卷
第
六(

『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
巻
五
十
№
二
〇
五
九)

梁
會
稽
嘉
祥
寺
沙
門
釋
慧
皎
撰)

「
釋
慧
遠
一
」「
自
遠
卜
居
廬
阜
。
三
十
餘
年
影
不
出
山
。
迹
不
入
俗
。
每
送
客
遊
履
常
以
虎
溪
為
界
焉
。」
と

あ
る
。
古
来
、
慧
遠
の
三
十
年
山
を
降
り
ず
に
盧
山
に
居
住
し
た
事
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
で
あ
る
。『
便
蒙
』
の
記
述
と
若
干
異
な
る
が
、
運
敞
が
編
集
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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七
三 
許
詢(

生
没
年
不
詳) 

六
朝
東
晉
、
高
陽(

河
北
省)

の
人
。
字
は
玄
度
。
三
四
五
年
頃
在
世
。 

七
四 
慧
遠(

三
三
四~

四
一
六) 

六
朝
東
晉
、
雁
門
樓
煩(

山
西
省)

の
人
、
俗
姓
は
賈
。
淨
土
宗
初
祖
。
廬
山
白
蓮
社
創
始
者
。 

七
五 

劉
惔(
生
没
年
不
詳) 

六
朝
宋
、
沛
國
相
県(

安
徽
省)

の
人
。
字
は
眞
長
。 

七
六 

三
笑
圖
は
慧
遠
・
陶
潜
・
陸
脩
静
の
三
人
が
虎
溪
で
会
し
、
意
気
投
合
、
大
笑
い
し
た
と
の
伝
説
で
あ
る
。
仏
教
・
儒
教
・
道
教
の
三
教
融
合
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
陶
潜(

三
六
五
～
四
二
七)

六
朝
東
晋
、
潯

陽
柴
桑(
江
西
省)

の
人
。
字
は
淵
明
。
或
い
は
名
は
淵
明
、
字
は
玄
亮
。
陸
脩
静(

四
〇
六
～
四
七
七)

六
朝
宋
、
呉
興
東
遷(

浙
江
省)

の
人
。
字
は
元
徳
。
道
士
。 

七
七 

『
千
字
文
』
周
興
嗣
撰
。
六
朝
梁
武
帝
の
命
で
制
作
。
異
な
る
一
千
字
を
用
い
て
、
四
字
を
一
句
と
す
る
二
五
〇
個
の
短
句
か
ら
な
る
韻
文
。
古
来
習
字
の
手
本
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
四
十
五
聯
「
孔
懐

兄
弟
、
同
氣
連
枝
」
の
「
孔
懐
兄
弟
」
は
「
は
な
は
だ
、
な
じ
み
合
う
の
が
兄
弟
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
の
意
味
で
あ
る
。
周
興
嗣(

四
七
〇
？
～ 

五
二
一
）
六
朝
梁
、
項
城(

河
南
省)

の
人
。
字
は
思
纂
。 

七
八 

顔
之
推
撰
『
顔
氏
家
訓
』
七
巻
。
成
立
は
五
八
九
～
六
〇
四
頃
。
顔
之
推(

五
三
一
～
五
九
一)

北
朝
北
齊
、
江
陵(

湖
北
省)

の
人
。
字
は
介
。 

七
九 

『
新
撰
姓
氏
録
』
萬
多
親
王
・
藤
原
園
人
等
撰
。
三
十
巻
・
目
録
一
巻
。
完
本
は
伝
わ
ら
ず
、
抄
録
本
が
現
存
し
て
い
る
。 

八
〇 

宝
賀
寿
男
編
著
『
古
代
氏
族
系
譜
集
成
』
中
巻
「
大
伴
氏
族
」
に
よ
る
。
八
一
九
頁
。
古
代
氏
族
研
究
会
、
昭
和
六
一
年
四
月
発
行
。 

八
一 

武
内
孝
善
『
弘
法
大
師
空
海
の
研
究
』
第
一
部
第
二
章
「
空
海
の
出
自
」
を
参
照
。 

八
二 

空
海
が
佐
伯
院
に
寄
宿
し
た
事
に
つ
い
て
、
史
料
や
空
海
の
著
作
等
に
記
述
が
な
く
、
あ
く
ま
で
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、『
沙
門
空
海
』
第
四
章
「
空
海
伝
の
謎
」
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
は
其
の
説
に
賛
同

し
て
い
る
。 

八
三 

『
孔
子
家
語
』
十
巻
。
王
粛
注
本
。
撰
者
不
明
。
成
立
年
不
明
。
後
世
の
伝
に
よ
れ
ば
、
三
国
魏
の
王
粛
の
撰
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
に
著
録
さ
れ
て
お
り
、
空
海
が
目
に
し
た
可
能

性
が
高
い
。
王
粛(

一
九
五
～
二
五
六)

三
国
魏
・
郯(
山
東
省)

の
人
。
字
は
子
雍
。 

八
四 

『
性
靈
集
聞
書
』
撰
者
不
詳
・
十
冊 

東
寺
・
観
智
院
本
を
底
本
と
す
る
。
実
見
し
た
が
、
奥
書
に
筆
写
年
月
の
記
載
が
無
い
。
同
系
統
と
思
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト
に
金
剛
三
昧
院
藏
『
聞
書
』
十
冊
が
あ
る
。
撰
述

は
正
平
十
六
年(

一
三
一
六)

聞
畢
と
し
て
い
る
。
又
持
明
院
蔵
『
性
靈
集
聞
書
』
は
四
冊
本
で
『
性
靈
集
』
の
巻
七
ま
で
の
注
釈
が
合
冊
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
『
性
靈
集
聞
書
』
は
誤
記
や
欠
落
な
ど
の
細
部

の
違
い
を
除
い
て
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
―
本
論
で
は
『
聞
書
』
と
表
記
す
る
。 

八
五 

『
性
靈
集
緘
石
鈔
』
杲
寶(

一
三
〇
六
～
一
三
六
一)

撰
。
六
巻
本
・
十
巻
本
の
二
種
が
伝
存
す
る
。
現
在
ま
で
未
刊
。
写
本
は
二
種
と
も
、
種
智
院
大
學
図
書
館
藏
。
奥
書
に
よ
れ
ば
、
十
巻
本
は
慶
安
元
年(

一
六

四
八)

十
月
、
高
野
二
階
堂
高
祖
院
秀
盛
に
よ
っ
て
写
さ
れ
る
。
六
巻
本
は
貞
享
三
年(

一
六
八
六)

十
月
～
四
年(

一
六
八
七)

四
月
の
間
に
、
金
剛
峯
寺
櫻
池
院
春
清
房
雄
仟
に
よ
っ
て
写
さ
れ
る
。
十
巻
本
を
底
本

と
す
る
。
―
本
論
で
は
『
緘
石
鈔
』
と
表
記
す
る
。 

八
六 

『
性
靈
集
鈔
』
實
翁
（
生
没
年
不
詳
）
撰
。
十
巻
。
元
和
七
年(

一
六
二
一)
撰
述
。
寛
永
八
年(

一
六
三
一)

刊
行
。
―
本
論
で
は
『
集
鈔
』
と
表
記
す
る
。 

八
七 

坂
田
光
全
『
性
靈
集
講
義
』
昭
和
十
七
年
三
月
初
版
、
高
野
山
出
版
社
。 

八
八 

渡
辺
照
宏
・
宮
坂
宥
勝
『
三
教
指
歸
・
性
靈
集
』(

『
日
本
古
典
文
學
大
系
７
１
』
昭
和
四
十
年
十
一
月
発
行
、
岩
波
書
店) 

八
九 

『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
六
巻
、
今
鷹
真
訳
注
『
性
靈
集
』(

昭
和
五
十
九
年
十
一
月
初
版
、
筑
摩
書
房) 

九
〇 

『
國
清
百
錄
』
卷
第
二(

『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
四
十
六
巻
№
一
九
三
四)

「
秦
孝
王
書
第
二
十
三(
凡
二
書)

」
に
「
五
月
十
九
日
。
奉
施
沈
香
等
如
別
。
至
願
檢
領
。
沈
香
十
觔
。
牋
香
十
觔
。
熏
陸
少
許
。」
と
あ
る
。 

九
一 

前
述
し
た
如
く
、
國
道
の
生
涯
に
関
す
る
事
は
、
佐
伯
有
清
「
大
伴
宿
禰
國
道
伝
考
」
に
基
づ
い
て
い
る
。 

九
二 

『
鹽
鐡
論
』
桓
寛
撰
。
十
巻
・
十
二
巻
。
前
漢
昭
帝
始
元
六
年(

Ｂ
Ｃ
八
一)

の
塩
鉄
会
議
の
内
容
を
後
に
六
十
篇
に
纏
め
た
も
の
。
桓
寛(

生
没
年
不
詳) 

前
漢
、
汝
南
（
河
南
省
）
の
人
。
字
は
次
公
。 

九
三 

班
固(

三
二
～
九
八) 

後
漢
、
安
陵(

陝
西
省)

の
人
。
字
は
孟
堅
。 

九
四 

李
德
林(

五
三
一
～
五
九
一) 

隋
、
博
陵
安
平(

河
北
省)

の
人
。
字
は
公
輔
。
懐
州
刺
史
で
あ
っ
た
の
で
、
懐
州
集
と
名
付
く
。「
李
懐
州
集
」
一
巻
は
広
陵
書
社
二
〇
〇
二
年
版
の
『
漢
魏
六
朝
百
三
名
家
集
』
第

五
巻
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
引
用
文
は
六
三
七
頁
に
記
載
。
八
表
は
全
世
界
の
事
。 
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